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今
日
多
く
の
研
究
者
が
戦
前
の
日
本
の
政
教
関
係
を
問
題
に
す
る
場
合
に
「
国
家
神
道」

と
い
う
言
葉
を
用
い
て
る
。

し
か
し、

こ

の
言
葉
を
明
確
に
定
義
し
て
か
ら
論
を
展
開
し
て
い
る
論
者
は
ほ
と
ん
ど
な
く、

む
し
ろ
論
の
展
開
の
中
で
色
々
な
要
素
を
次
々
に
そ

の
中
に
投
げ
込
ん
で
行
き、

結
局、

定
義
を
し
な
い
ま
ま
論
を
閉
じ
て
い
る
場
合
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
た
め、

政
教
関
係

を
め
ぐ
る
裁
判
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
言
葉
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず、

ど
れ
だ
け
の
要
素
が
揃
え
ば
「
国
家
神
道」

と
言
え
る
の
か、

ど
の
要
素
が
欠
け
た
ら
最
早
「
国
家
神
道」

と
呼
べ
な
い
の
か
は
一

向
明
ら
か
で
な
い
。

し
た
が
っ
て、

今
後
こ
の
分
野
の
研
究
を
確

実
に
前
進
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば、

差
し
当
っ
て、

現
在
各
研
究
者
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
こ
の
言
葉
を
用
い
て
る
の
か
を
整

本
稿
の
背
景
に
は、

こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
問
題
意
識
が
あ
る
。

し
か
し、

本
稿
は
そ
の
究
明
を
直
接
の
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な

い
。

本
稿
の
意
図
は、

そ
の
前
提
作
業
と
し
て、
「
国
家
神
道」

と
い
う
言
葉
の
源
流
を
探
る
こ
と
に
あ
る。

で
は
何
故、

そ
れ
が
加

藤
玄
智
な
の
か、

そ
の
疑
問
に
答
え
る
た
め
に、

加
藤
の
略
歴
の
説
明
か
ら
始
め
る
こ
と
に
す
る
。

理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る。

は

じ

め

に

加
藤
玄
智
の
国
家
神
道
観

新

田

均

（
皇
學
館
大
学
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二、
国
家
神
道
論
に
お
け
る
加
藤
の
位
置

す
る
こ
と
に
す
る。

外
へ
神
道
を
紹
介
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る。

―
つ
は、

四
0
年

五
月

死
去。
遺
言
に
よ
り
親
族
だ
け
の
真
宗
方
式
に
よ
る
葬
儀
と
な
っ
た。

八
月

三
月

願
い
に
依
り
本
官
並
ぴ
に
兼
官
を
免
ぜ
ら
れ
る。

四
年

四
月

昭
和

十
三
年

C.
P・
テ
ィ
ー
レ
の
影
響
を
受

三
年
十
二
月

明
治
聖
徳
記
念
学
会
を
創
立。

東
京
帝
国
大
学
に
お
け
る
神
道
講
座
の
開
設
に
と
も
な
い、
同
大
学
助
教
授
兼
任
と
な
り、
神
道
講
座
を
分

担
（
助
教
授•
田
中
義
能、
講
師•
宮
地
直一
）。

国
学
院
大
学
講
師
と
な
る。

勅
任
官
待
遇。

国
学
院
大
学
附
属
神
道
部
教
授
と
な
る
（
十
三
年一二
月
ま
で）。

（
以
後、
駒
沢
大
学
教
授・
大
正
大
学
講
師・
神
宮
皇
學
館
臨
時
講
師
等
を
歴
任）

加
藤
の
業
績
を
紹
介
あ
る
い
は
評
価
し
た
論
文
は、
梅
田
「
前
掲
論
文」
の
他
に、
小
口
偉一

論」」
（「
宗
教
研
究」
三
七
ー一
、
昭
和
三
八
年
九
月）、
戸
田
義
雄
「
神
道
と
宗
教
学
の
展
開」
（「
明
治
維
新・
神
道
百
年
史」
第
四
巻、
神

道
文
化
会、
昭
和
四一
年）、
七
沢
賢
治
「
加
藤
玄
智」
（「
宗
教
学
年
報」
ニ―
号、
昭
和
五一
年）、
津
城
寛
文
「
加
藤
玄
智
ー
穏
建
中
庸

な
る
天
皇
教
徒
ー」
（
田
丸
徳
普
編
「
日
本
の
宗
教
学
説
11」
東
京
大
学
宗
教
学
研
究
室、
昭
和
六
0
年
八
月）
な
ど
が
あ
る。
い
ず
れ
も
宗
教

学
者
が
書
い
た
論
文
で
あ
る。
そ
れ
ら
に
共
通
し
て
い
る
加
藤
の
評
価
は
二
つ
あ
っ
て、

け、
比
較
宗
教
学
に
立
脚
し
て
神
道
を
研
究
し
た
最
初
の
研
究
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と。
も
う―
つ
は、
欧
文
の
論
文
を
書
い
て
海

こ
の
よ
う
な
宗
教
学
上
の
業
績
の
他
に、
加
藤
を
語
る
場
合
に
は
見
逃
せ
な
い
重
要
な
事
柄
が
あ
る。
そ
れ
は、
彼
の
国
家
神
道
論

（
正
確
に
は、
「
国
家
的
神
道」
論）
が
「
神
道
指
令」
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
で
あ
る。
こ
の
点
は、
既
に
w.
P・
ウ
ッ
ダ
ー
ド

（「
連
合
軍
の
占
領
と
日
本
の
宗
教」
「
国
際
宗
教
ニ
ュ
ー
ズ
j

第
三
巻
第
五・
六
号、
国
際
宗
教
研
究
所、
一
九
七
二
年）
や
高
橋
史
朗
氏
（「
神
道

指
令
の
成
立
過
程
に
関
す
る一
考
察」
「
神
道
宗
教
j

第一
―
五
号、
昭
和
五
九
年
六
月）
や
大
原
康
男
氏
（「
神
道
指
令
の
研
究」
原
書
房、
平
成

五
年）
な
ど
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の、
多
く
の
人
々
の
注
目
を
引
く
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る。
そ
こ
で、

ど
の
よ
う
に
し
て
加
藤
の
国
家
神
道
論
が
「
神
道
指
令」
に
影
饗
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て、
そ
の
概
略
を
次
に
説
明

私
は、
現
在
の
と
こ
ろ、
「
国
家
神
道」
と
い
う
言
葉
の
使
わ
れ
方
を、
ご
く
大
雑
把
に
分
類
す
れ
ば、
二
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
て

,

．
l
ii.
T，
ゴ―•[-

四
月

十
年

四
月

大
正

元
年
一
月

四
二
年

七
月

四
0
年

八
月

三
二
年

七
月

加
藤
玄
智
は、
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
宗
教
学
者
で
あ
る。
そ
の
略
歴
は、
梅
田
義
彦
「
加
藤
玄
智」
（「
神
道
宗

東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
哲
学
科
卒
業。
大
学
院
入
学、
研
究
題
目
「
知
議
と
信
仰」。

姉
崎
正
治
の
1

年
間
の
海
外
旅
行
の
穴
埋
め
の
た
め、
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
哲
学
科
の
講
師
に
採
用
さ

れ
る。
「
宗
教
学
概
論」
を
講
義
（
大
正
十
年
ま
で
「
宗
教
学」
を
教
え
る）。

東
京
帝
国
大
学
大
学
院
卒
業。
「
知
識
と
信
仰」
に
よ
っ
て
文
学
博
士
の
学
位
を
受
け
る。

明
治

六
年

六
月

東
京
府
下、
真
宗
寺
院
に
生
れ
る。

教」
第
四一
号、
昭
和
四
0
年
十一
月）
に
よ
れ
ば
以
下
の
よ
う
で
あ
る。

一
、
加
藤
玄
智
の
略
歴
と
従
来
の
評
価

「
加
藤
玄
智
著
「
神
道
信
仰
要
系
序
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神
道
ノ一
派
（
国
家
神
道
或
ハ
神
社
神
道）
ヲ
指
ス
モ
ノ
デ
ア
ル

る。
最
近
の
業
績
で
言
え
ば、
葦
津
珍
彦
氏
の
「
国
家
神
道
と
は
何
だ
っ
た
の
か」
（
神
社
新
報
社、
昭
和
六
二
年）

"
The
 National
 

や
阪
本
是
丸
氏
の

「
国
家
神
道
形
成
過
程
の
研
究」
（
岩
波
書
店、
一
九
九
四
年）
な
ど
は、
こ
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る。
も
う一
っ
は、

②
戦
前

の
政
教
関
係
全
体
を
指
す
用
法
で
あ
る。
村
上
重
良
氏
の一
連
の
業
績
（「
国
家
神
道」
岩
波
新
書、
一
九
七
0
年、
な
ど）

と
は
内
容
的
に
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
と
は
い
え、
中
島
三
千
男
氏
の
研
究
（「「
明
治
憲
法
体
制
j

の
確
立
と
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
政

策
ー
国
家
神
道
体
制
の
確
立
過
程
ー」
「
日
本
史
研
究」
一
七
六
号、
一
九
七
七
年
四
月）
な
ど
は、
こ
ち
ら
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る。

「
国
家
神
道」
と
い
う
用
語
は、
戦
前
か
ら
使
用
さ
れ
て
お
り、
こ
こ
で
指
摘
し
た
二
通
り
の
用
法
も
既
に
戦
前
か
ら
行
わ
れ
て
き

た。
た
だ
し、
今
日
の
よ
う
に
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い。
そ
し
て、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば、
①
の
用
法
が
主
流
で
あ
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る。
そ
れ
が
現
在
の
よ
う
に
盛
ん
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
「
神
道
指
令」
以
後
で
あ
る。
し
か
も、
戦
後

は
②
の
用
法
が
優
勢
に
な
っ
た。

「
神
道
指
令」
の
中
に
は、

①
と
②
の
両
方
が
混
在
し
て
い
る。
①
の
用
法
は、

指
令
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
国
家
神
道」
を

(
1)
 

定
義
し
た
二
の
（
ハ）
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

本
指
令
ノ
中
ニ
テ
意
味
ス
ル
国
家
神
道
ナ
ル
用
語
ハ、
日
本
政
府
ノ
法
令
二
依
テ
宗
派
神
道
或
ハ
教
派
神
道
卜
区
別
セ
ラ
レ
タ
ル

神
道
ノ一
派
即
チ
国
家
神
道
乃
至
神
社
神
道
ト
シ
テ一
般
二
知
ラ
レ
タ
ル
非
宗
教
的
ナ
ル
国
家
的
祭
祀
ト
シ
テ
類
別
セ
ラ
レ
タ
ル

The
 ter
m
 State
 Shinto
 within
 the
 me
an
ing
 of
 this
 directive
 w
ill
 re
fer
 to
 that
 branch
 of
 Shinto
 

(
Kok
忍
Shinto
or
 J
inja
 Shinto)
 which
 by
 of
fici
al
 acts
 of
 the
 Jap
anese
 Gove
rn
ment
 has
 been
 di
fferen,
 

tiated
 fro
m
 the
 religion
 of
 Sect
 Shinto
 (
Sh

u.ha
 
Sh
i.nto
 or
 Kyo
ha
 
Shinto)
 
and
 has
 been
 classi
fied
 a
 

non,religious
 national
 cult
 co
m
monly
 kno
w
 as
 State
 Sh
into,
 N
ation
al
 Shinto
 or
 Shrine
 Shinto.

他
方、

②
の
用
法
は
「
神
道
指
令」
の
正
式
名
称
に
表
れ
て
い
る。
そ
れ
は
「
国
家
神
道
（
国
家
神
道、
神
社
神
道）
二
対
ス
ル
政

府
ノ
保
証、
支
援、
保
全、
監
督
並
二
弘
布
ノ
廃
止
二
関
ス
ル
件
〈
Abo
lition
of
 Gove
rn
ment
al
 Sponsorship,
 Support,

Perpetuation,
 Control,
 
and
 Disse
mination
 of
 State
 Shinto
 (
Kokka
 
Shinto,
 
Jinja
 
Shinto)〉
」
で
あ
る。
こ
れ

に
よ
っ
て、
こ
の
指
令
に
盛
ら
れ
て
い
る
内
容
は
全
て
「
国
家
神
道」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
解
釈
が
成
り
立
つ
こ
と
に
な
っ

た。
そ
し
て、
こ
の
指
令
に
は
国
家
と
神
社
神
道
と
の
分
離
以
外
の
多
く
の
禁
止
事
項
が
含
ま
れ
て
い
た。
し
た
が
っ
て、
指
令
の
名

(
2)
 

称
に
「
国
家
神
道」
を
用
い
る
こ
と
は、
二
の
（
ハ）
の
定
義
と
の
間
に
麒
甑
を
来
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し、

w.
K・
バ
ン
ス

に
よ
れ
ば
「
用
語
の
問
題
は、
こ
の
指
令
の
中
で、
正
確
で
明
確
な
表
現
に
達
す
る
ま
で
考
え
抜
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た」
（
ウ
ッ

ダ
ー
ド
著・
阿
部
美
哉
訳
「
天
皇
と
神
道」
サ
イ
マ
ル
出
版
会、
一
九
八
八
年、
一
五
頁）。
こ
の
こ
と
が、
そ
れ
以
後、
戦
前
の
政
教
関
係
全

体
を
指
す
用
語
と
し
て
の
「
国
家
神
道」ヽ
が一
般
化
す
る
重
大
な
転
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る。

こ
の
「
神
道
指
令」
の
起
草
者
が、
G
H
Q
民
間
情
報
教
育
局・
教
育
宗
教
課・
宗
教
班
の
責
任
者
で
あ
っ
た
w.
K・
バ
ン
ス
で

あ
っ
た
こ
と
は一
般
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る。
そ
し
て、

Faith
 of
 Japan"
.
 W.
G.
Aston
 "
Shinto,
 The
 Way
 of
 the
 Gods".
 
W.
G.
Aston
`̂
Shinto,
 The
 An
cient
 Re
ligion
 

of
 Japan".
 Anezaki
 
Mas
ah
aru
•̂
History
 of
 Jap
anese
 Re
ligion".
 Anezaki
 Masah
aru
 "
Religious
 Li
fe
 of
 the
 

Japanese
 People".

な
ど
が
あ
り、
「
中
で
も
バ
ン
ス
が
熱
心
に
読
ん
だ
の
は
米
国
神
道
学
者
ホ
ル
ト
ム
の
著
書
で
あ
っ
た」
（
大
原

「
前
掲
書」
九
頁）
と
い
わ
れ
て
い
る。
そ
し
て、
「
神
道
指
令
に
い
う
国
家
神
道
の
定
義
が
ホ
ル
ト
ム
の
神
道
観
に
全
面
的
に
依
拠
し

て
い
る
こ
と
は
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い」
（
大
原
「
前
掲
書」
三
二
六
頁）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る。

D.
C・
ホ
ル
ト
ム
は、

バ
ン
ス
が
参
考
に
し
た
書
物
に
は、
D.
C•
Halto
m

ア
メ
リ
カ
の
宗
教
学
者・
神
道
研
究
家
で
あ
る。
ウ
ッ
ダ
ー
ド
は
彼
に
つ
い
て
「
ア
メ
リ
カ
の
も
っ
と
も

9
 

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る。

や、

村
上
氏

―
つ
は、
①
神
社
が
国
家
管
理
さ
れ
て
い
る
状
態
の
み
を
指
す
用
法
で
あ
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昭
和

辛
辣
な
神
道
の
批
判
家
は
ホ
ル
ト
ム
博
士
で
あ
っ
て、

樽
士
の
所
説
が
通
俗
化
し
て
ア
メ
リ
カ
人
の
通
説
的
神
道
観
と
な
っ
た」
（
ウ
ッ

ダ
ー
ド
「
連
合
軍
の
占
領
と
日
本
の
宗
教」
二
八
頁）

と
述
べ
て
い
る。

そ
し
て、

こ
の
ホ
ル
ト
ム
の
国
家
神
道
観
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ

し
た
の
が
加
藤
玄
智
で
あ
っ
た
（
高
橋
「
前
掲
論
文」
五
八
・
九
頁、

大
原
「
前
掲
書」
三
二
六
ー
八
頁）。

つ
ま
り、
「
国
家
神
道」

に
は、

加
藤
↓
ホ
ル
ト
ム
↓
バ
ン
ス
と
い
う
系
譜
が
存
在
す
る
の
で
あ
る。

結
論
を
や
や
先
取
り
し
て
言
う
と、

加
藤
は、

神
社
を
非
宗
教
と

す
る
当
時
の
政
府
の
政
策
を
批
判
し、

神
道
は
宗
教
で
あ
る
と
の
立
場
に
立
っ
て
自
己
の
神
道
論
を
展
開
し
た。

そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が

「
国
家
的
神
道
"
Sta
te
S
hinto"
 J

で
あ
る。

そ
し
て、

こ
の
「
国
家
的
神
道
ĉ
Sta
te
S
hint
o"
」

に
は、

神
社
神
道
以
外
の
要
素

が
含
ま
れ
て
い
た。

い
や
む
し
ろ、

そ
ち
ら
の
方
が
本
質
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た。

こ
の

蒻ta
te
S
h
into
"
を
ホ
ル
ト
ム
が
自

た
の
が
「
国
家
神
道」

な
の
で
あ
る。

つ
ま
り、
「
国
家
神
道」

の
②
の
用
法
は、

加
藤
の
神
道
論
を
源
流
と
し
て

ま
で
流
れ
込
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る。

そ
れ
で
は、

加
藤
の
い
う
「
国
家
的
神
道」

と
は、

ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
り、

先
に
述
べ
た
二
つ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に、

神
道
に
関
す
る
加
藤
の
主
要
な
著
書
を
調
べ
、

そ
れ
を
年
代
順
に
検
討
す
る

と
い
う
方
法
を
採
る
こ
と
に
し
た。

梅
田
「
前
掲
論
文」

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
加
藤
の
著
述
目
録
か
ら、

神
道
に
関
係
す
る
著
書
·

論

文
を
抜
き
出
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

明
治
四
五
年

十
年
十
一

月

十
三
年

十
三
年

三
七
年

大
正
十
三
年

「
我
が
建
国
思
想
の
本
義」

＊
「
我
が
国
体
と
神
道」

＊
「
神
社
対
宗
教」
（
編
集）

＊
「
神
道
の
宗
教
学
的
新
研
究」

「
我
が
国
体
の
特
色
と
敬
神
の
真
意
義」

「
宗
教
学
上
よ
り
観
た
る
神
道
の
特
異
性
」

東
京
帝
国
大
学
宗
教
学
講
座
創
設
二
十
五
年
記
念
会
編
「
宗

教
学
論
集」

＊
「
日
本
人
の
国
体
信
念」

＊
「
神
社
問
題
の
再
検
討
ー
神
道
の
本
義
と
我
が
国
の
教
育
ー」

＊
「
神
道
の
宗
教
発
達
史
的
研
究」

＊
「
神
道
の
再
認
識」

＊
「
神
道
精
義
j

＊
「
神
国
民
の
知
と
行
j

＊
「
神
道
信
仰
要
系
序
論」

「
神
道
指
令」

A
 St
u
d
y
 of
 the
 De
vel
o
p
me
nt
 of
 Reli
gious
 Ide
as
 a
mo
n
g
 the
 J
ap
anese
 pe
o
ples.
 Tr
ans
acti
o
n
 

of
 the
 Asi
atic
 S
ociet
y
 of
 J
a
pa
n,
 To
ky
o.
 
V
o
l.
X
X
 X
VI,
 P
art
I.
 

元
年
＊
A
S
T
U
D
Y
 O
F
 S
H
IN
T
O,
 t
he
 Reli
gi
o
n
 of
 the
 Ja
p
anese
 Natio
n.
 (
明
治
翌
徳
記
念
学
会）

T
he
 Three
 Sta
ges
 of
 the
 S
hi
nto
 Re
li
gi
o
n.
 The
 J
ap
an
 Christi
an
 Qu
arterl
y,
 
V
o
l.
ill.
 N
o.
2
 
•
 

[

英
文
]

一

月

十
七
年
一
二
月

一

月

十
年

十
月

十
年

九
月

八
年

五
月

八
年

四
月

昭
和

五
年

五
月

十
一

年

五
月

大
正

八
年

二
月

、

加
藤
の
神
道
に
関
す
る
主
な
著
作
と
「
国
家
的
神
道」

論

そ
の
理
論
は
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か。

己
の
神
道
論
に
取
り
込
み、

そ
れ
に
影
響
を
受
け
た
バ
ン
ス
が
「
神
道
指
令」

に

-
j
、.
>

-^
Sta
te
 S
hinto"

を
用
い
、

そ
れ
が
和
訳
さ
れ
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明
ら
か
に
し
て
み
よ
う 。

は
帝
国
憲
法
の
第
三
条
に
表
れ
て
い
る 。

し
て
扱
わ
れ
て
い
る 。

こ
の
説
明
を
先
の
図
に
当
て
は
め
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る 。

,
＇

, 

鷹 塁
腐 腐
道 道

,
＇

, 

神 国
社 体
神 神
道 道

S
hi
nt
o
 
W
ars
hi
p
 of
 Li
vi
n
g
 
H
u
m
an
 
G
o
ds
 i
n
 t
he
 
Re
li
gi
ou
s
 
Histor
y
 
of
 

Ja
p
an.
 
Pr
ocee
di
n
gs
 of
 

t
he
 17
t
h
 
Inte
rn
ati
o
n
al
 C
o
n
gress
 of
 Orie
nt
alists
 at
 
O
x
for
d.
 

W
h
at
 is
 S
hi
nt
o?
 Ja
p
an
 T
o
urist
 Li
b
ra
r
y:
8.
 

以
上
の
業
績
の
内 、

筆
者
が
入
手
出
来
た
の
は
＊
印
を
付
し
た
も
の
だ
け
で
あ
る 。

し
た
が
っ
て 、

以
下
の
考
察
に
よ
っ
て
得
ら
れ

(
3)

 

た
結
論
は 、

そ
れ
ら
の
範
囲
内
に
限
定
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
加
藤
の
数
あ
る
著
作
の
中
で
も
っ
と
も
大
部
の
も
の
で
あ
り 、

彼
の
神
道
論
の
集
大
成
と
考
え
ら
れ
る
の
は 、

昭
和
十
年

九
月
に
出
版
さ
れ
た
「
神
道
の
宗
教
発
達
史
的
研
究」

で
あ
る 。

こ
の
本
の
冒
頭
で 、

加
藤
は
神
道
を
次
の
よ
う
に
屈
式
化
し
て
い
る 。

そ
し
て 、

こ
の
図
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る 。
「
学
問
的
に
神
道
は
之
二
大
別
し
て 、

国
家
的
神
道
と
宗
派
的
神
道
と
の
両
者

と
す
る
こ
と
が
で
き
る 。

宗
派
的
神
道
は
目
下
十
三
派
に
分
か
れ 、

文
部
省
の
宗
教
局
管
下
に
属
し 、

仏
教
及
ぴ
基
督
教
と
同
様
に 、

行
政
上
宗
教
と
し
て
取
り
扱
は
れ
て
を
る 。

又
国
家
的
神
道
は
学
問
上
か
ら
は
更
に
神
社
神
道
と
国
体
神
道
と
の
両
者
に
小
別
さ
れ 、

此
両
者
共 、

政
府
当
局
は
之
れ
を
宗
教
と
し
て
取
扱
は
な
い
が 、

余
が
卑
見
を
以
て
す
れ
ば 、

国
家
的
神
道
も
勿
論
宗
教
で
あ
っ
て 、

そ
の
外
形
形
式
の
方
面
は
主
と
し
て
神
社
神
道
と
し
て
表
は
れ 、

そ
の
精
神
内
容
は
国
体
神
道
と
し
て 、

古
今一

貰
そ
の
存
在
を
保
持

し
て
来
て
を
る
と
思
ふ 。

国
家
的
神
道
は
神
社
神
道
と
し
て
は
内
務
省
神
社
局
の
支
配
を
受
け 、

国
体
神
道
と
し
て
は
我
が
国
民
教
育

の
根
本
義 、

そ
の
真
諦
を
形
成
し
て 、

隋
つ
て
文
部
省
監
督
の
下
で 、

学
校
教
育
は
何
れ
も
国
体
神
道
の
精
神
に
則
つ
て
実
行
さ
れ
て

を
る
し 、

政
治
の
方
面
に
於
て
も 、

此
の
国
体
神
道
の
精
神
で
我
国
の
政
治
は
行
は
れ
て
を
る
の
で
あ
る 。

此
の
事
は
帝
国
憲
法
の
第

一

条
（
第一ー一
条
の
誤
り
ー

引
用
者
註） 、

天
皇
は
神
聖
に
し
て
侵
す
べ
か
ら
ず
の
条
項
に
於
て
見
る
こ
と
も
出
来
る
の
で
あ
る」
（一
・

ニ
頁
）

。

神
道
ー

国
家
的
神
道
と
宗
派
的
神
道
と
に
二
分
さ
れ
る 。

宗
派
的
神
道
1

十
三
派
に
分
か
れ 、

文
部
省
の
宗
教
局
の
管
轄
に
属
し 、

仏
教
や
キ
リ
ス
ト

教
と
同
様
に 、

行
政
上
宗
教
と

国
家
的
神
道
1

神
社
神
道
と
国
体
神
道
と
に
小
別
さ
れ
る 。

政
府
当
局
は
宗
教
と
し
て
扱
っ
て
い
な
い
が
勿
論
宗
教
で
あ
る 。

神
社
神
道
1

国
家
的
神
道
の
外
形
形
式
の
方
面
で
あ
る 。

内
務
省
神
社
局
の
支
配
を
受
け
て
い
る 。

国
体
神
道
1

国
家
的
神
道
の
精
神
内
容
で
あ
る 。

我
が
国
教
育
の
根
本
義 、

そ
の
真
諦
を
形
成
し 、

文
部
省
の
監
督
の
下

で
学
校
教
育
は
こ
の
精
神
に
則
っ
て
実
行
さ
れ
て
い
る 。

政
治
も
こ
の
精
神
で
行
わ
れ
て
お
り 、

そ
の
こ
と

こ
れ
こ
そ 、

加
藤
の
「
国
家
的
神
道」

論
の
簡
素
な
要
約
で
あ
る
と
同
時
に 、

そ
の
完
成
形
態
を
示
す
も
の
で
あ
る 。

そ
れ
で
は 、

ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て 、

こ
の
理
論
が
形
成
さ
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か 。

彼
の
著
作
を
年
代
順
に
た
ど
り
な
が
ら
こ ，
の
こ
と
を

十
年

八
年

F
o
ur
Outst
an
d
in
gs
 Fea
tu
ers
 of
 S
hi
nt
o.
 

「
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要」

第
三
九
巻 、

附
載―
二 ゜

一
年
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「
政
府
に
於
て
行
政
上
か
ら
し
て
宗
派
神
道
だ
け
を
神
道
と
認
め
て
居
り
ま
す。

神
社
局
は
内
務
省
に
あ
っ
て
宗
教
局
は
文
部
省
に

ふ
。

る
か
ら
で
あ
る
。

(2) 
J

の
点
に
も
注
意
を
払
い
な
が
ら
論
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

有
す
る
「
天
皇
教」

に
在
る
と
主
張
し
た
。
（
八
0
頁）
。

「
我
が
国
体
と
神
道」

(
4)
 

先
ず
最
初
に
取
り
上
げ
る
べ
き
書
物
は
大
正
八
年
二
月
に
出
版
さ
れ
た
「
我
が
国
体
と
神
道」

で
あ
る
。

本
書
は、
「
神
道
」

と
い

う
言
葉
を
冠
し
た
加
藤
の
最
初
の
著
書
で
あ
り、

そ
の
主
題
は
国
体
観
念
と
神
道
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

し
か

し、

神
道
を
ど
の
よ
う
に
分
類
し
て
理
解
す
る
か
に
つ
い
て
は
未
だ
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
。

と
っ
て
天
皇
は、

ユ
ダ
ヤ
人
の
「
ヤ
ー
ヴ
ェ
」、

支
那
人
の
「
天
」

の
血
脈
を
重
ん
じ
る
思
想
で
あ
る
(-―――
二
頁
以
下）
。

三
つ
目
は、

に
相
当
す
る
地
位
を
占
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
主
張
し
て
い
る

（
四
頁）
。

二
つ
目
は、
「
湊
合
家
族
制
の
思
想」

で
あ
る
。

そ
れ
は、

国
家
を
―

つ
の
大
家
族
と
見、

天
皇
を
そ
の
首
長
と
考
え、

そ

に
よ
れ
ば、

君
主
の
徳
だ
け
を
重
視
す
る
思
想
は、

禅
譲
放
伐
思
想
に
道
を
開
く
も
の
で
あ
っ
て
日
本
人
の
国
体
観
念
と
は
相
容
れ
な

か
っ
た
（
四
九
頁
以
下）
。

そ
し
て、

こ
の
三
要
素
が
鼎
足
の
状
態
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
は
安
泰
と
な
る
と
主
張
し
た
（
六
四
頁）。

(
5)
 

加
藤
は、
こ
の
神
た
る
天
皇
へ
の
日
本
人
の
忠
誠
心
こ
そ
が
神
道
の
核
心
で
あ
り、

こ
れ
は
宗
教
的
感
情
な
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

そ
の
根
拠
と
し
て、

彼
は
小
泉
八
雲
が
「
我
国
民
の
忠
孝
の
精
神
を
一

種
の
宗
教
と
呼
び、
之
を
忠
孝
教
即
ち
Reli
gi
o
n
o
f

 

L
o
yalt
y
 

と
称
し、

之
を
以
て
神
道
の
極
意
に
し
て、

神
道
の
神
髄
中
核
は
実
に
此
に
在
り」
（
七
七
頁）

と
解
し
た
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て、

神
道
は
単
な
る
道
徳
で
は
な
く、

そ
の
本
質
は、

天
皇
に
神
位
を
拝
し、

信
仰
に
匹
敵
す
る
忠
孝
と
い
う
意
識
状
態
を

な
お、

こ
の
本
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
点
は、

国
民
の
天
皇
に
対
す
る
忠
誠
心
を
宗
教
的
な
感
情
で
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら、

当
時

の
教
育
が
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち、

神
道
の
宗
教
的
側
面
が
無
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が、

現
在
の
国
民
教

育
に
於
け
る
徳
育
問
題
に
も
影
押
し、

国
民
道
徳
の
不
振、

修
身
教
育
の
不
徹
底
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
ニ

六一――
•
四
頁）
。

そ
し
て、

そ
れ
は
科
学
万
能
思
想
や
実
証
主
義
思
想
の
悪
し
き
影
響
だ
と
述
べ
て
い
る
（
補
説
一
五
八
ー
六
四
頁
）
。

こ

の
点
は、
「
神
道
の
宗
教
発
達
史
的
研
究
j

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
教
育
に
関
す
る
見
解
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、

「
神
社
対
宗
教
J

次
に
取
り
上
げ
る
害
物
は
、

大
正
十
年
十
一

月
に
刊
行
さ
れ
た
「
神
社
対
宗
教」

で
あ
る
。

こ
の
書
物
に
つ
い
て
は、

加
藤
は
絹
集

に
た
ず
さ
わ
っ
て
だ
け
で
自
身
の
論
文
は
掲
載
し
て
い
な
い
。

そ
れ
で
は、

何
故
こ
の
書
物
を
取
り
上
げ
る
の
か
と
い
え
ば、

そ
れ
は

加
藤
の
神
道
の
分
類
に
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
井
上
哲
次
郎
の
「
神
社
神
道
と
宗
教
と
の
関
係」

と
い
う
講
演
が
掲
載
さ
れ
て
い

井
上
は
こ
の
講
演
の
中
で
神
道
を
次
の
よ
う
に
分
類
し
て
説
明
し
て
い
る
。
「
現
今
の
神
道
は
兎
も
角
も
三
部
類
に
分
た
れ
る
と
思

一

は
国
体
神
道
即
ち
皇
室
を
中
心
と
し
て
国
家
的
の
儀
式
の
行
は
れ
る
の
は
是
は
国
体
神
道
で
あ
り
ま
す。

是
は
一

の
神
道
の
重

要
な
る
部
分
で
あ
り
ま
す。

或
は
最
も
重
要
な
る
部
分
と
い
つ
て
も
宜
い
の
で
あ
り
ま
す。

国
体
と
絶
つ
に
絶
た
れ
ぬ
密
接
の
関
係
に

あ
る
神
道
の
部
分
で
あ
り
ま
す。

も
う
―
つ
は
今
晩
御
話
い
た
さ
う
と
思
ふ
神
社
神
道
で
あ
り
ま
す。＇

是
も
国
体
神
道
と
な
か
な
か
密

接
な
関
係
の
あ
る
神
道
の
部
分
で
あ
り
ま
す。

此
方
は
神
社
を
機
関
と
し
て
成
立
し
て
居
る
所
の
神
道
の
部
分
で
あ
り
ま
す。

も
う
一

つ
の
神
道
は
宗
派
神
道
で
あ
り
ま
す。

是
は
現
今
十
三
派
に
分
れ
て
居
る・・・
」
（
三
頁）
。

一

と一
一
に
基
づ
い
た
「
天
皇
の
聖
徳
を
仰
ぐ
思
想」

で
あ
る。

加
藤

彼
は
日
本
人
の
国
体
観
念
を
三
つ
に
分
け
て
説
明
し
て
い
る
。
―

つ
目
は
「
天
皇
神
位
主
義」

で
あ
る
。

加
藤
は、

古
来
日
本
人
に

四、

加
藤
の
「
国
家
的
神
道」

論
の
形
成
過
程
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明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

ま
た、

本
書
の
目
次
「
第
七
章

（
二
四
五
頁）

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る。

れ
て
い
な
か
っ
た。

あ
る、

元
は
内
務
省
関
係
が
今
は
文
部
省
で
管
理
し
て
居
る
。

此
方
で
は
仏
教
並
に
神
道
に
関
係
を
有
つ
て
居
り
ま
す
が、

神
道
の
総

て
ゞ

な
く
国
体
神
道、

神
社
神
道
は
宗
教
局
の
関
す
る
所
で
な
く
し
て
単
に
十
三
派
に
関
す
る
宗
教
が
宗
教
局
で
取
扱
は
れ
て
居
る
の

で
あ
り
ま
す。

行
政
上
か
ら
は
宗
派
神
道
だ
け
が
宗
教
と
看
倣
さ
れ
て
居
つ
て
国
体
神
道
並
に
神
社
神
道
は
宗
教
と
は
看
倣
さ
れ
て
居

ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す。

宗
教
と
し
な
い
の
が
政
府
の
現
今
の
立
場
で
あ
り
ま
す。

…
一

番
大
切
な
も
の
は
国
体
神
道
で、

其
か
ら
神
社

神
道、

宗
派
神
道
は
価
値
の
点
に
於
て
は
第
三
位
に
位
し
居
る
も
の
と
私
は
思
ふ」
（
四
頁）
。

「
私
等
は
宗
教
学
上
か
ら
し
て
ど
う
し
て
も
神
社
神
道
と
い
ふ
も
の
は
宗
教
で
あ
る
と
い
ふ
考
で
あ
り
ま
す」
（
六
頁）
。

「
国
体
神
遣
は
大
切
で
あ
る
け
れ
ど
も
普
通
の
人
民
は
之
に
接
す
る
機
会
が
無
い
。

大
瞥
祭
で
あ
る
と
か、

或
は
御
即
位
の
際
の
如

き、

時
折
あ
る
け
れ
ど
も
滅
多
に
な
い
。

賢
所
の
参
拝
な
ど
に
も
一

般
に
は
接
す
る
こ
と
が
な
い
。

国
体
神
道
の
儀
式
に
は
折
々
接
す

る
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
普
通
に
は
接
す
る
機
会
が
な
い
の
と
僻
遠
の
地
方
に
於
て
は
殆
ど
之
に
接
す
る
機
会
が
な
い
」
（
一
六
頁）
。

こ
の
井
上
の
講
演
に
お
い
て
最
も
注
目
す
べ
き
点
は、

神
道
を
「
国
体
神
道」
「
神
社
神
道」
「
宗
派
神
道」

の
三
つ
に
分
類
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し、
「
国
体
神
道」

の
内
容
は、

後
の
加
藤
の
議
論
と
は
異
な
っ
て、

皇
室
祭
祀
を
中
心
と
し
た
国
家
俄
式
と

「
神
社
対
宗
教
j

の
が
出
さ
れ
た
翌
年
（
大
正
十
一

年）

に
出
版
さ
れ
た
の
が、

加
藤
が
宗
教
発
達
史
的
観
点
か
ら
神
道
を
取
扱
っ

た
最
初
の
著
述
で
あ
る
「
神
遥
の
宗
教
学
的
新
研
究」

で
あ
る
。

こ
の
中
で、

論
の
展
開
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
日
本
人
の
国
体
観
念

に
つ
い
て
の
見
解
は
「
我
が
国
体
と
神
道」

と
全
く
同
じ
で
あ
り
（―-
六
二
頁）、

こ
れ
以
降
の
著
書
に
お
い
て
も
変
化
は
見
ら
れ
な

い
。

本
書
の
著
し
い
特
徴
は、

井
上
哲
次
郎
の
説
に
依
拠
し
て
神
道
の
分
類
が
初
め
て
示
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し、

こ
の
時
点

で
は
ま
だ
「
国
体
神
道」

と
「
神
社
神
道」

の
区
別
は
あ
い
ま
い
で
あ
り、

両
者
を
統
合
し
た
「
国
家
的
神
道」

と
い
う
概
念
も
現
わ

加
藤
が
井
上
の
説
を
自
己
の
論
理
に
取
り
入
れ
た
こ
と
は、

天
皇
を
神
と
見
る
思
想
を
説
明
し
て、
「
神
道
を
三
方
面
か
ら、

分
類

し
た
国
体
神
道、

神
社
神
道、

宗
派
神
道
（
井
上
哲
次
郎
博
士
の
分
類）

中、

そ
の
国
体
神
道
の
精
粋
を
表
は
し
た
も
の
で
あ
る
。
」

し
か
し、

加
藤
に
お
け
る
「
国
体
神
道」

は、

井
上
と
は
異
な
っ
て、

彼
の
い
う
「
天
皇
教」
「
忠
孝
教」

と
同
じ
も
の
で
あ
っ
た。

「
日
本
人
の
此
精
神、

即
ち
神
位
を
履
み
給
ひ
我
が
族
父
の
長
に
存
す
列
聖
に
対
す
る
斯
の
国
民
精
神
を、

名
づ
け
て
私
は
忠
孝
教
又

は
天
皇
教
Mi
ka
d
ois
m
と
呼
ば
ん
と
す
る
の
で
あ
る、

而
て
こ
の
天
皇
教
若
く
は
忠
孝
教
こ
そ、

…
我
列
聖
に
対
す
る
日
本
人
の
欽

仰
心
の
発
現
で
あ
っ
て、

之
れ
が
即
ち
大
和
魂
の
精
華
で
あ
る、
・・・
斯
か
る
現
人
神
に
対
し
奉
つ
て、

宗
教
的
熱
誠
を
以
て
発
現
す
る

大
和
魂
は、

即
ち
神
道
の
大
精
神
で
あ
り
其
最
も
大
切
な
る
本
質
で
あ
る、

之
が
今
日
に
尚
生
命
あ
る
神
道
の
神
髄
精
華
に
外
な
ら
ぬ

の
で
あ
る
。
・・・
井
上
（
哲）

博
士
は
曾
て
之
れ
を
国
体
神
道
と
命
名
さ
れ
て
を
る」
（
二
七
ニ
・
三
頁）
。

ま
た
、

別
の
と
こ
ろ
で
は
端

(
6)

 

的
に
「
忠
孝
教
即
ち
国
体
神
道」
（
二
七
八
頁）

と
も
述
べ
て
い
る
。

し
か
し、

別
の
と
こ
ろ
で
は
「
天
皇
教
若
く
は
忠
孝
教
と
で
も
称
す
可
き
所
の
国
体
神
道
神
社
神
道
」
（
二
八
四
頁）
、
「
井
上
博
士

の
所
謂
国
体
神
道
（
従
て
神
社
神
道）
」
（
四
0
一

頁）

と
い
っ
た
表
現
が
見
ら
れ、
「
国
体
神
道
」

と
「
神
社
神
道」

と
は
必
ず
し
も

我
が
憲
法
上
の
信
教
自
由
の
問
題」、

第
七
章
「
第
二
節

「
第
三
節

神
道
(
1
国
体
神
道、

神
社
神
道）

の
宗
教
学
的
研
究
結
果
と

神
道
(
1
国
体
神
道、

神
社
神
道）

と
他
の
輸
入
教
と
の
関
係」
、

同
章

神
道
(
|
国
体
神
道、

神
社
神
進）

は
真
の
意
味
に
於
て
又
唯
一

独
自
の
意
味
に
於
て
我
が
国
現
下
事
実
上
の
国
教」

に

端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に、
「
国
体
神
道」

と
「
神
社
神
道」

を
統
合
す
る
「
国
家
的
神
道」

と
い
う
概
念
は
未
だ
に
設
定
さ

③

「
神
道
の
宗
教
学
的
新
研
究」

さ
れ、
一

般
人
民
に
は
縁
遠
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
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T
wo
 
Main
 Divisions
 of
 S
hinto
 

(4) 
と
な
く
以
後
の
著
作
に
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た。

と
こ
ろ
で、

本
書
に
お
い
て
は、

当
時
の
教
育
行
政
・
神
社
行
政
に
対
す
る
批
判
が、

さ
ら
に
詳
し
く、

い
っ
そ
う
厳
し
い
口
調
で

繰
り
返
さ
れ
て
い
る。
「
文
部
内
務
両
省
の
当
局
者
に
於
て
は、

神
道
若
く
は
神
社
の
一

方
面
で
あ
る
世
俗
的
道
徳
的
方
面
の
宣
伝
に

の
み
力
を
注
い
で
を
る
と
云
う
の
が
現
今
の
実
況
…」
（
三
二
七
頁）。

「
世
の
教
育
者
等
の
間
に、

屡
神
道
又
は
神
社
が、

当
局
の
苦
衷
の
存
す
る
も
の
あ
る
に
関
ら
ず、

国
民
道
徳
上
実
際
に
役
立
つ
こ

と
の
少
な
い
の
を
嘆
息
す
る
声
が、

可
な
り
大
き
い
の
を
聞
く
の
で
あ
る、

之
れ
は
全
く
神
道
若
く
は
神
社
の
宗
教
的
方
面
を
全
然
無

視
し
て
単
に
そ
の
道
徳
的
方
面
の
み
か
ら、

神
道
若
く
は
神
社
本
来
の
性
能
を
発
揮
せ
し
め、

そ
の
成
績
能
率
を
挙
げ
よ
う
と
す
る
か

「
今
日
の
学
校
教
育
で
鼓
吹
さ
れ
て
を
る
の
は、

そ
の
道
徳
的
方
面
で
あ
る、

追
を
慎
み
遠
を
追
ふ
精
神
か
ら、

祖
先
の
遺
徳
追
慕

と
云
ふ
こ
と
を
中
心
と
し、

生
き
て
を
る
父
母
を
大
切
に
す
る
と
同
一
の
精
神
を
以
て、

そ
の
延
長
と
し
て、

逝
け
る
父
母
へ
事
へ
、

死
に
事
ふ
る
こ
と
に
生
に
事
ふ
る
が
如
く
せ
よ
と
教
ふ
る
の
が、

今
日
実
証
主
義
P
ositi
vis
m
の
教
育
界
に
行
は
れ
て
を
る
祖
先
崇
拝

で
は
無
く
し
て、

先
祖
追
慕
先
祖
記
念
で
あ
る、

之
れ
を
云
ひ
現
は
す
に、

世
間
で
は
能
＜
祖
先
崇
敬
祖
先
難
崇
な
ど
と
云
ふ
語
が
用

ひ
ら
れ
て
を
る、

此
意
味
で
の
祖
先
崇
拝
な
ら
ば、

唯
物
論
者
で
も
実
行
の
出
来
る
祖
先
崇
拝
で
あ
る」
（
三
三
四
・
五
頁）
。

ま
た、

本
審
に
お
い
て
初
め
て、

帝
国
憲
法
の
規
定
す
る
信
教
の
自
由
に
対
す
る
加
藤
の
解
釈
が
示
さ
れ
た。

そ
れ
を
要
約
す
れ
ば

以
下
の
よ
う
で
あ
る。
「
我
が
憲
法
の
第
二
十
八
条
は、

決
し
て
さ
う
云
ふ
無
条
件
的
信
教
自
由
を
与
へ
た
訳
で
は
無
い」
（一
二
七
八
頁）。

「
国
体
が
あ
っ
て
憲
法
生
れ、

而
し
て
斯
か
る
憲
法
に
依
っ
て
保
証
さ
れ
た
信
教
の
自
由
な
る
も
の
は、

当
然
さ
う
云
ふ
国
体
を
予
想

し
た
上
に
於
て
の
信
教
の
自
由
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
は
云
ふ
迄
無
い。

尚
之
を
具
体
的
に
云
へ
ば、

我
が
国
体
の
一

大
要
素
で
あ
る
神

道
1
国
体
神
道
神
社
神
道
と
云
ふ
一

種
独
特
の
我
固
有
の
宗
教
を
予
想
し
た
上
に
於
て、

外
来
の
各
宗
教
に、

付
与
せ
ら
れ
た、

信
教

の
自
由
で
あ
る
と、

解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ、

故
に
荀
も
日
本
人
で
あ
る
以
上
は、

生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て、

当
然
神
道
1
国
体
神

道
神
社
神
道
の
信
者
で
あ
り、

又
必
然
的
に
這
種
の
神
道
信
者
で
無
け
れ
ば
な
ら
な
い、

換
言
す
れ
ば
日
本
人
に
は、

神
道
1
国
体
神

道
神
社
神
道
の
採
用
不
採
用
の
自
由、

即
ち
選
択
の
自
由
は
無
い
。

唯
宗
教
選
択
の
自
由
が
あ
る
の
は、

神
道
1
国
体
神
道
神
社
神
誼

以
外
の
宗
教
に
就
い
て
の
み
の
事
で
あ
る」
（一
二
八
六
・
七
頁）。

こ
こ
で、

述
べ
ら
れ
て
い
る
解
釈
は、

基
本
的
に
は
変
更
さ
れ
る
こ

ゞ

A
S
TU
D
Y
 O
F
 S
HI
N
T
Ò
T
he
 Rel
i

gi
on
 of
 the
 Ja
pa
nese
 N
at
i

on·
 

さ
て、

次
に
出
さ
れ
た
の
が-̂
A
S
T
U
D
Y
 O
F
 S
HI
N
T
O,
 T
he
 Religion
 of
 the
 Ja
pa
nese
 Nation"

と
い
う
英
文
の
書
物

で、

昭
和
元
年
に
明
治
喪
徳
記
念
学
会
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る。

こ
の
書
物
の
特
徴
は、

第一
に
外
国
人
の
た
め
に
粛
か
れ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
が、

こ
こ
で
初
め
て、

国
体
神
道
と
神
社
神
道
の
区
別
が
明
確
に
さ
れ、

両
者
を
統
合
す
る
「
国
家
的
神
道
〈
Sta
te

S
hinto〉
」
と
い
う
概
念
が
登
場
し
た。

さ
ら
に、
そ
れ
ま
で
の
書
物
に
お
い
て
は、

教
育
行
政
が
実
証
主
義
的
で
あ
る
と
し
て
批
判
さ

れ
て
い
た
が、

こ
こ
で
は、

国
体
神
道
は
「
教
育
勅
語」

に
よ
っ
て
表
現
さ
れ、

学
校
に
お
い
て
繰
り
返
し
教
え
ら
れ
て
い
る
と
説
明

さ
れ
て
い
る。

管
見
に
よ
れ
ば、

加
藤
の
著
書
に
お
い
て、

国
体
神
道
と
教
育
勅
語
が
関
連
づ
け
ら
れ
た
の
は、

こ
れ
が
最
初
で
あ
る。

そ
れ
で
は、

神
道
の
分
類
に
つ
い
て
述
べ
た
I
N
T
R
O
D
U
C
TI
O
N
の
部
分
を
引
用
し
て
み
よ
う。

ー
The
Secta
ria
n
 Shint
o
 an
d
 the
 State
 Shinto
 

T
here
 are
 thirteen
 Shi
nto
 sects
 no
w
 livin
g
 and
 of
fi
cia
lly
 reco
gnized
 as
 religio
ns
 in
 J
ap
an,
 o
n
 the
 

s
a
me
 
footi
n
g
 as
 Buddhis
m
 and
 Christianity.
 •
 •
•
•
 

ら
の
事
で
あ
る
と
思
は
れ
る」
(
=―――――
二
頁）。

れ
て
い
な
か
っ
た。
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で
あ
る
。 「

日
本
人
の
国
体
信
念」

そ
れ
に
対
す
る
部
分
的
な
追
加
・

修
正
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る。

S
t
ate
 S
hi
nt
o,
 
te
r
m
e
d
 
b
y
 cert
ai
n
 
forei
g
n
 sc
h
ol
ars
 
p
a
tri
oti
c
 S
hi
n
t
o,
 
is
 s
u
b
di
vi
de
d
 
b
y
 s
o
m
e
 
Ja
p
a
n
ese
 

sc
h
ol
a
rs
 i
nt
o
 t
w
o
 p
arts:
 
o
ne
 is
 c
a
lle
d
 Ji
n
s
h
a
 (
Ji
nj
a)
 
S
hi
n
t
o,
 
w
hi
c
h
 is
 c
o
n
cretel
y
 re
prese
n
te
d
 i
n
 t
he

S
hi
nt
o
 rites
 per
for
m
e
d
 b
y
 
S
hi
n
k
a
n
 
a
n
d
 
S
his
h
o
k
u
 
o
r
 S
hi
n
t
o
 p
riests
 
w
h
o
 a
re
 a
ll
 se
cula
r
 
g
o
ve
rn
m
e
n
t
 

ol
d
-
d
e
di
c
ate
d
 t
o
 
K
a
mi
 or
 S
hi
nt
o
 deities,
 
w
h
ile
 t
he
 
ot
her
 ca
lle
d
 
K
o
k
ut
ai
 
S
hi
n
t
o
 c
o
nsist
s
 
o
f
 et
hi
cal
 

te
a
c
hi
n
gs
 
o
r
 
m
o
r
al
 i
nst
ruc
ti
o
ns
 i
n
se
p
a
r
a
bl
y
 
c
o
n
n
ecte
d
 

hist
or
y
 of
 t
h
e
 J
a
p
a
nese
 p
e
o
ple,
 
for
m
ul
ate
d
 i
n
 t
he
 "
E
di
ct
 o
n
 
E
d
u
c
a
ti
o
n"
 
iss
u
e
d
 b
y
 t
he
 la
te
 
E
m
p
er
o
r
 

Meiji
 i
n
 t
he
 ye
ar
 1
8
9
0
 (
a
b
o
ut
 t
he
 
mi
d
dl
e
 o
f
 t
he
 
Meiji
 
Era
),
 
a
n
d
 n
o
w
 i
n
c
u
lca
te
d
 i
n
 sc
h
o
ols
 t
hr
o
u
g
h
o
u
t
 

S
o
 
far
 
as
 
St
ate
 S
hi
nt
o
 is
 c
o
nce
rne
d,
 
it
 
m
a
y
 
be
 t
ake
n
 
a
s
 
a
 
ki
n
d
 
of
 
n
a
ti
on
al
 
cere
m
o
n
y
 
a
n
d
 

te
ac
hi
n
g
 of
 J
a
p
a
nese
 
m
o
r
a
lit
y,
 
a
n
d
 t
o
 t
h
at
 e
xte
n
t
 it
 
mi
g
ht
 be
 ca
lle
d
 se
cula
r,
 
a
n
d
 n
o
n,reli
gi
o
u
s,

b
ut,
 
as
 i
n
vesti
g
ati
o
n
 p
ro
cee
d
s,
 
t
he
 tr
ut
h
 
w
ill
 a
p
p
ea
r
 t
h
a
t
 e
ven
 t
hi
s
 Sta
te
 S
hi
n
t
o,
 
w
hic
h
 s
o
m
e
 

J
a
p
a
nese
 g
o
 s
o
 
fa
r
 as
 t
o
 s
pe
a
k
 o
f
 as
 n
o
 reli
gi
o
n
 a
t
 a
ll,
 
is
 in
 realit
y
 n
ot
hi
n
g
 s
h
o
rt
 of
 e
vi
de
nce
o
f

a
 r
eli
gi
o
n
 i
nter
w
o
ve
n
 i
n
 t
he
 
ve
ry
 te
x
t
ure
 of
 t
he
 ori
gi
n
al
 
be
lie
fs
 a
n
d
 n
a
ti
o
n
al
 o
r
ga
niza
ti
o
n
 
of
 t
he

pe
o
ple,
 
c
a
m
o
u
fl
a
ge
d
 t
h
o
u
g
h
 it
 
m
a
y
 be
 as
 a
 
m
ere
 c
o
de
 o
f
 n
a
ti
o
n
al
 et
hics
 a
n
d
 Sta
t
e
 rit
u
als,
 a
n
d
 a
s
 su
c
h
 

a
p
p
are
n
tl
y
 e
ntitle
d
 o
nl
y
 t
o
 sec
ul
a
r
 res
pect.
 

T
he
 p
rese
nt
 
writer,
 
as
 his
 re
a
d
ers
 
wi
ll
 s
o
o
n
 
b
e
 i
n
fo
r
m
e
d,
 
a
d
v
a
n
ces
 t
he
 
vie
w
 t
ha
t
 
S
hi
n
t
o
ー

t
he

St
ate
 S
hi
nt
o
 a
s
 
we
ll
 as
 t
he
 Sect
ari
a
n
 S
hi
nt
o

ーis
i
n
 ver
y
 t
rut
h
 a
 re
li
gi
o
n,
 
i.
e.,
 
t
he
 o
ri
gi
n
al
 reli
gi
o
n
 of

t
he
 J
a
p
a
nes
e
 pe
o
ple,
 
o
r,
 
ot
he
r
wise
 st
ate
d,
 

be
gi
n
ni
n
g
 d
o
w
n
 t
o
 t
he
 p
rese
nt
 ti
m
e.
 
(
p.
2,3)
 

st
yle
 

wit
h
 t
h
e
 
u
niq
ue
 
n
ati
o
n
al
 
or
g
a
niz
a
ti
o
n
 
a
n
d
 

t
he
 re
li
gi
o
n
 
o
f
 t
he
 
J
p
a
nes
e
 
pe
o
ple
 
fr
o
m
 
t
he
 
ver
y
 

こ
の
本
に
お
い
て、

加
藤
の
「
国
家
的
神
道」

論
の
基
本
的
な
構
造
が
固
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て、

以
後
の
著
作
は、

5
 

次
に
出
さ
れ
た
書
物
は、

昭
和
八
年
四
月
の
「
日
本
人
の
国
体
信
念
j

で
あ
る
。

こ
の
本
の
特
色
は、

神
社
神
道
の
内
容
が
い
っ
そ

う
具
体
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と、

国
家
的
神
道
の
聖
典
が
列
挙
さ
れ
た
こ
と、

教
育
に
対
す
る
不
満
が
持
続
し
て
い
る
こ
と
な
ど

ま
ず、

神
道
の
分
類
に
つ
い
て
は、

次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
日
本
で
は、

皇
道
即
神
道、

神
道
即
皇
道
と
云
ふ
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る、

何
と
な
れ
ば、

日
本
の
道
は
神
皇
の
道
で
あ
り、

同
一

天
皇
を
人
と
し
て
見
奉
れ
ば
君
即
ち
皇
の
道、

即
ち
皇
道
と

云
ふ
こ
と
に
な
り、

之
れ
を
神
と
し
て
見
奉
れ
ば、

神
の
道、

即
ち
神
道
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
：・
但
し
皇
道
即
神
道
と
見
る
こ
と
の
出

来
る
の
は、

神
皇
奉
戴
と
云
ふ
我
が
建
国
の
根
本
精
神
か
ら
由
来
す
る
の
で
あ
る
か
ら、

詳
し
く
云
へ
ば
之
れ
は
国
家
的
神
道
と
呼
ぶ

可
き
も
の
で
あ
っ
て、

そ
の
本
質
は
我
が
建
国
の
精
神、

国
体
其
の
も
の
に
淵
源
し
て
を
る、

此
の
故
に、

そ
の
無
形
の
本
質、

形
而

上
的
方
面
は
国
体
神
道
と
云
つ
て
然
る
可
き
も
の
で
あ
る
し、

そ
の
形
而
下
の
具
体
的
表
象
は
神
社
の
建
物
に
於
て
表
は
さ
れ
て
を
る

の
で、

此
方
面
は
神
社
神
道
と
称
し
て
差
支
無
く、

此
神
皇
教
国
体
神
道
が
具
体
的
に
表
は
れ
た
神
社
の
好
典
型
は、

旧
い
所
で
は
伊

勢
皇
大
神
宮
で
あ
り、

新
し
い
所
で
は
明
治
神
宮
で
あ
る、

そ
の
他
国
幣
社
よ
り
府
県
郷
村
社
の
末
に
至
る
迄、

皆
こ
の
国
体
神
道
を、

多
か
れ
少
か
れ、

象
徴
し
て
を
る
も
の
で
あ
る
。

而
も
そ
の
支
流
末
派
に
至
っ
て
は、

河
川
の
下
流
必
ず
し
も、

そ
の
水
清
濫
と
云
ふ

t
he
 
E
m
pi
re.

of
fici
als
 i
n
 j
ure
 i
n
 
Ji
ns
h
a
 
(
Ji
nj
a
)
 
or
 
S
hi
nt
 6
 
s
h
ri
nes
ー
b
uil
di
n
gs
i
n
 
t
he
 
pl
ai
n,
 
si
m
pl
e
 

o
f
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た。
五
頁）
。

一

に
そ

（
国
家
的
神
道
の
要
典
ー
引
用
者
）
-

）
 

`
＇
＂
•

 

こ
と
が
出
来
な
い
様
に、

そ
れ
は
今
日
の
知
識
か
ら
見
て、

迷
信
と
云
ふ
非
難
を
受
く
可
き
分
子
の
存
在
を
絶
対
に
は
否
定
出
来
ぬ
点

も
あ
る、

斯
る
神
社
の
弱
点
は
大
に
改
善
を
要
す
る
点
で
あ
る
こ
と
は
申
す
迄
も
無
い
」
(-―――――
•
四
頁）
。

国
家
的
神
道
の
聖
典
に
つ
い
て
は、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
神
皇
教
の
聖
典
は
近
く
は
明
治
天
皇
の
下
し
賜
は
っ
た
教
育
勅

語、

軍
人
勅
諭、

戊
申
詔
害、

さ
て
は
帝
国
惑
法
の
如
き
も
の
が
皆
是
れ
で
あ
っ
て、

遠
く
は
型
徳
太
子
の
十
七
条
憲
法
の
如
き、

亦

国
家
的
神
道
の
聖
典
と
称
す
る
こ
と
も
出
来
よ
う、

否
旧
約
狸
害
の
創
世
紀
を
初
め、

所
謂
モ
ー
ゼ
の
五
書
の
如
き
密
物
が、

宗
教
の

聖
典
と
称
し
得
る
な
ら
ば、

記
紀
の
神
代
の
巻
の
如
き、

亦
同
一

の
意
味
で
国
家
的
神
道
の
聖
典
と
称
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う」
（
七

さ
ら
に、

教
育
に
つ
い
て
は、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
我
が
国
の
教
育
は
皆
源
を
こ
、

発
し、

又
こ
、

に
婦
着
す
可
き
も
の
で
、

日
本
の
教
育
の
大
本
は、

初
等
中
等
教
育
で
も、

高
等
教
育
で
も
軍
隊
教
育
で
も、

の
基
礎
と
指
導
原
理
と
を
此
に
取
り
来
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、

換
言
す
れ
ば
日
本
国
家
の
教
育
は
神
皇
信
仰
の
涵
養
に
婦
着
す
る
も
の
と
謂

ふ
可
き
で
あ
る
。

此
の
信
仰
の
酒
養
に
し
て、

そ
の
功
を
奏
せ
ん
か、

日
本
の
教
育
は
そ
の
目
的
を
達
成
し
た
も
の
で
あ
る、

此
の
信

仰
に
し
て
日
本
国
民
の
頭
脳
に
泌
み
渡
ら
ざ
ら
ん
か、

そ
の
教
育
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
も
の
と
謂
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

而
も
翻
つ

て
現
代
思
想
界
の
趨
勢
を
達
観
す
る
に、

神
皇
信
仰
の
涵
養
が
十
分
そ
の
功
を
奏
し
得
た
と
は
未
俄
に
断
言
し
易
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ

る
の
で
あ
る、

否
寧
ろ
社
会
の
一

隅
に
は
そ
の
反
対
な
逆
風
さ
へ
吹
き
荒
ん
で
を
る
と
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
、

彼
の
虎
門
事
件
は
如
何、

我
が
国
体
の
本
性
を
知
ら
ず
真
相
に
達
せ
ず、

冗
談
に
も
我
が
祖
国
ロ
シ
ア
な
ど
と
公
言
す
る
闇
愚
者
流
を
出
し
た
共
産
党
事
件
は
如

何、

数
へ
来
れ
ば
寒
か
ら
ず
し
て
尚
肌
に
粟
し、

今
日
日
本
の
教
育
が
ど
れ
程
迄、

そ
の
所
期
の
目
的
を
達
し
て
を
る
か、

甚
疑
無
き

を
得
ぬ
の
で
あ
る」
（
七
五
ー
七
頁）
。

「
神
社
問
題
の
再
検
討
ー
神
道
の
本
義
と
我
が
国
の
教
育
ー」

6
 

昭
和
八
年
五
月
に
出
版
さ
れ
た
「
神
社
問
題
の
再
検
討
ー
神
道
の
本
義
と
我
が
国
の
教
育
ー
」

は、

昭
和
七
年
に
起
き
た
上
智
大
学

事
件
に
代
表
さ
れ
る
学
校
に
お
け
る
神
社
参
拝
問
題
等、

神
社
対
宗
教
の
問
題
が
頻
発
す
る
状
況
の
中
で、

そ
れ
ら
の
解
決
を
目
指
し

て
書
か
れ
た
。

本
書
の
基
本
的
な
主
張
は、

こ
う
し
た
神
社
を
め
ぐ
る
問
題
が
頻
発
す
る
状
況
を
政
府
が
従
来
と
っ
て
き
た
神
社
神
道

非
宗
教
論
の
波
綻
と
し
て
捉
え、

国
家
的
神
道
を
正
正
堂
堂
と
国
民
誰
も
が
信
仰
す
べ
き
国
教
で
あ
る
と
宣
言
せ
よ
と
い
う
も
の
で
あ
っ

そ
れ
で
は、

こ
れ
ま
で
分
析
し
て
き
た
事
柄
と
の
関
連
で、

本
書
の
特
色
を
指
摘
す
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず、

本
書
に
お
い
て
は、

ど
う
い
う
わ
け
か
用
語
の
混
乱
が
著
し
い
。

つ
ま
り、

加
藤
の
解
釈
か
ら
す
れ
ば、

本
来
並
列
さ
れ
る
は
ず
の
な
い
「
国
家
的
神
遥」

と
「
神
社
神
道」

と
を
並
列
さ
せ
た
記
述
が
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
国
家
的
神
道、

神
社
神
道」
（
七
五、

七
八
頁）
、
「
国
家
的

神
道
神
社
神
道」
（
七
五、

九
六、

九
九‘
1
0
三
頁）、
「
神
社
神
道
国
家
的
神
道」
（
七
五
頁）、
「
国
家
的
神
道
又
は
神
社
神
道
J

(
八
六

頁）、
「
国
家
的
神
追
随
っ
て
神
社
神
道」
（
九
六
頁）、
「
神
社
神
道
広
く
云
へ
ば
国
家
的
神
道」
(
1
01
二
頁）
。

何
故
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
指
摘
す
る
の
か
と
言
え
ば、

加
藤
の
影
響
を
受
け
た
と
さ
れ
る
ホ
ル
ト
ム
に
関
し
て
、
「
形
と
し
て
は
加

藤
の
神
道
の
区
分
を
採
用
し
な
が
ら
、
「
神
社
神
道」

と
「
国
体
神
道」

の
腑
分
け
を
十
分
理
解
で
き
ず、
「
国
家
神
道」

と
「
神
社
神

道」

を
短
絡
的
に
イ
コ
ー
ル
と
し
た」
（
大
原
『
前
掲
杏」

三
二
八
頁）

と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ホ
ル
ト
ム
が
加
藤

の
理
論
を
十
分
に
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
か、

そ
れ
と
も、

加
藤
自
身
の
用
語
の
混
乱
に
惑
わ
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は、

あ
ら
た
め

て
検
討
を
要
す
る
課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る。

次
の
特
色
は、

明
治
神
道
行
政
史
の
概
説
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
中
で、

加
藤
は、

明
治
元
年
か
ら
明
治
三
年
頃
ま
で

を
「
神
社
神
道
国
教
時
代」
（
四
頁）

と
呼
び、
「
事
実
国
家
的
神
道
の
国
教
時
代
で
あ
っ
た
」
（
五
頁）

と
し
て
い
る
。

次
に
、

明
治
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忙

五
·
六
年
の
教
部
省、
教
導
職、
大
教
院
が
設
置
さ
れ
た
時
期
を
「
神
仏
二
教
の
奇
妙
な
機
械
的
な
亦
姑
息
な
妥
協
が
新
た
に
成
立
し

た」
（
五
頁）
時
期
と
位
置
づ
け
て
い
る。
し
か
し、
こ
の
妥
協
は
長
続
き
せ
ず、
明
治
八
年
の
大
教
院
の
解
散、

十一
年
の
教
部
省

の
廃
止、
明
治
十
七
年
の
教
導
職
の
廃
止
と
い
う一
連
の
政
策
に
よ
っ
て、
「
政
府
は
漸
く
仏
教
と
云
ふ
宗
教
と
手
を
分
つ
端
緒
を
作

っ
た」
（
六
頁）。
こ
の
よ
う
な
過
程
で、
神
社
か
ら
次
第
に
宗
教
味
が
除
か
れ、
「
神
社
は
表
面
国
家
的
儀
礼
の
執
行
所」
（
六
頁）

の

よ
う
に
な
っ
て
来
た
た
め、
神
道
の
宗
教
的
方
面
を
重
ん
じ
る
者
た
ち
は
宗
派
的
神
道
と
し
て
独
立
し
て
行
っ
た
（
こ
の
独
立
は
明
治

九
年
の
黒
住
教
の
独
立
に
始
ま
り、
四
十一
年
の
天
理
教
の
独
立
に
よ
っ
て
終
了
し
た）。
こ
う
し
て、
仏
基
二
教
や
宗
派
神
道
は
政
府
が
直
接

関
係
す
る
国
務
で
は
な
く
な
り、
国
家
的
神
道
だ
け
が
国
家
的
世
俗
的
事
項
と
し
て
政
府
の
司
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た。

そ
し
て、
二
十
二
年
の
帝
国
憲
法
の
発
布
に
よ
っ
て、
信
教
の
自
由
が
保
障
さ
れ、
「
斯
く
し
て
政
教
の
相
関
が、

法
律
的
に
明
確

に
規
定
さ
れ
る
に
至
っ
た」
（
六
頁）。
さ
ら
に、
「
明
治
三
十
三
年
に
は
内
務
省
の
社
寺
局
を
廃
し
て、

神
社
局
と
宗
教
局
と
の
二
局

に
分
ち、
更
に
大
正
二
年
に
は、
そ
の
宗
教
局
を
も
文
部
省
に
移
管
し、
神
社
局
の
み
を
内
務
省
に
属
せ
し
め、
前
者
は
宗
教
を
の
み

監
督
し、
後
者
は
神
社
の
事
の
み
を
司
る
課
局
と
な
り、
益
々
神
社
の
為
に、
宗
教
圏
外
に、
そ
の
安
全
地
帯
を
設
け
た
形
に
は
な
っ

た。
斯
く
し
て
仏
基
二
教
の
如
き
既
成
宗
教
と
神
社
の
如
き
国
家
的
神
道
と
は、
裁
然
峻
別
さ
れ
る
に
了
っ
た」
（
七
頁）。
要
す
る
に、

「
明
治
十
七
年
頃
か
ら
始
ま
つ
て、
明
治
甘
二
年
憲
法
発
布
に
半
ば
し、
大
正
二
年
神
社
局
と
宗
教
局
と
の
分
離
移
管
に
終
つ
て、

神

社
と
既
成
宗
教
と
の
永
の
訣
別
が
完
成
し
た」
(
+一
頁）
と
い
う
の
で
あ
る。

こ
の
よ
う
な
近
代
神
道
行
政
史
に
関
す
る
記
述
は、
今
日
の
お
け
る
解
釈
の
枠
組
み
と
基
本
的
に
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い。
し
た
が
っ

て、
こ
の
説
明
は
今
日
の
研
究
の
出
発
点
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る。

と
こ
ろ
で、
加
藤
は
本
書
の
中
で、
教
育
界
や
神
社
界
に
実
証
主
義
や
神
社
神
道
非
宗
教
論
が
浸
透
す
る
の
に
影
響
力
の
あ
っ
た
人

物
を
あ
げ
て
い
る。
そ
れ
は、
「
進
化
論
と
唯
物
論
の
立
場
か
ら
神
道
を
考
察
し
て、
・・・
神
社
神
道
は
之
れ
を
宗
教
圏
外
に
置
か
ざ
る

可
ら
ず
と
主
張」
（
九・
十
頁）
し
た
帝
国
大
学
総
理・
加
藤
弘
之
男
爵、
「
柔
道
道
場
た
る
講
道
館
を
経
営
し、
宗
教
に
代
へ
る
に
体

育
を
以
て
し
て、
其
部
下
の
青
年
を
多
年
薫
陶」
(
+
頁）
し
た
東
京
高
等
師
範
学
校
校
長・
加
納
治
五
郎、

帝
国
大
学
総
長
・
文
部

大
臣
を
歴
任
し
た
菊
池
大
麓、
「
漢
学
仕
込
の
頭
脳
を
以
て
宗
教
な
ど、
眼
中
に
無
く、
孔
夫
子
の
不
可
知
論
に
養
は
れ
た
漠
学
者
流

の
立
場
か
ら
神
社
を
見、
神
道
を
解
釈」
(
+
頁）
し
た
全
国
神
職
会
長・
江
木
千
之
ら
で
あ
る。
こ
の
よ
う
な
人
々
の
思
想
的
影
響

に
よ
っ
て、
「
神
社
神
道
は
宗
教
に
非
ず
の一
点
張
り
で
行
か
ん
と
す
る
神
社
対
宗
教
問
題
の
解
釈
が、

神
道
神
学
と
し
て、
今
日
迄
勢
力
を
独
占
し
来
つ
た」
(
+
頁）
と
説
明
し
て
い
る。

ま
た、
本
書
に
お
い
て
は、
神
社
神
道
が
四
つ
に
分
け
て
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る。
第一
は
伊
勢
神
宮
を
は
じ
め
と
す
る
国
体
神

お
し
か
み

道
の
典
型
と
さ
れ
る
神
社
で
あ
る。
「
独
り
皇
大
神
宮
の
み
な
ら
ず、
生
前
既
に
天
の
圧
神
に
在
し
た
神
武
天
皇
を
奉
祀
し
た
橿
原
神

宮、
明
津
神
た
る
桓
武
天
皇
を
奉
祀
し
た
平
安
神
宮、
近
く
は
明
治
天
皇
を
奉
祀
し
た
明
治
神
宮
の
如
き、
国
体
神
道
の
最
も
適
切
な

具
体
的
象
徴
た
る
神
社
神
道
の
典
型
で
あ
る」
（ー
ニ
九
頁）。

第
二
は
国
家
に
功
績
の
あ
っ
た
人
物
を
祀
っ
た
湊
川
神
社
（
楠
木
正
成）、
護
王
神
社
（
和
気
清
麿）、

天
満
宮
（
菅
原
道
真）、

松
陰

神
社
（
吉
田
松
陰）、
乃
木
神
社
（
乃
木
希
典）
な
ど
の
神
社
で
あ
る。

一
種
の
官
学、
一
種
官
許
の

第
三
は
自
然
崇
拝
に
由
来
す
る
の
神
社
で
あ
り、
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る。
「
日
本
人
の
宗
教
意
識
は、

神

人
同
格
数
で
あ
っ
て、
人
間
を
通
し
て
神
の
光
を
見
る
流
儀
の
宗
教
で
あ
る
か
ら、
斯
る
神
は
過
境
的
絶
対
的
で
無
く、
相
即
的
内
在

的
で
あ
る。
故
に
人
間
を
通
し
て、
人
間
の
中
に
神
の
光
を
見
る
以
上
は、
又
自
然
を
通
し、
天
然
現
象
の
中
に、
神
の
光
を
見
て
来

る
の
も、
亦
自
然
の
数
で
あ
る。
此
に
於
て
古
代
の
H
本
人
は
先
づ
多
神
数
の
形
を
以
て、
国
土
山
川
日
月
等
の
天
然
物
素
に
神
を
写

象
し
て、
記
紀
の
神
話
に
現
は
れ
た
天
然
神
の
発
生
を
見、
更
に
仏
教
と
接
触
す
る
に
至
っ
て
は、
次
第
に
多
神
教
か
ら
万
有
神
教
即

ち
汎
神
教
に
向
つ
て
開
展
発
達
し
て
来
て
を
る」
(-
三
0
頁）。
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一

時
此
の
方
策
は
成
功
し、

神

―

最
後
が
迷
信
に
基
づ
く
神
社
で
あ
る。

こ
れ
に
つ
い
て
は、

次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る。
「
辺
阪
の
地
に
在
る
叢
社
小
祠
に
至
っ

て、

必
ず
し
も
今
日
の
時
代
知
識、

社
会
通
念
か
ら
云
つ
て、

迷
信
の
劣
位
に
伍
し
て
を
る
も
の
も
全
然
無
い
で
は
無
い
」(-
三
二
頁）。

「
這
種
神
社
神
道
を
も
一

括
し
て
国
家
の
宗
祀
と
し、

荀
も
日
本
国
民
な
ら
ば、

迷
信
の
府
た
る
観
の
有
る
神
社
に
も、

嫌
や
応
云
は

せ
ず
参
拝
を
強
要
す
る
に
至
れ
ば、

今
日
教
養
あ
る
日
本
人、

新
し
い
教
育
に
目
覚
め
た
日
本
国
民
は、

能
く
そ
の
心
に
満
足
し
て
神

社
参
拝
を
実
行
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
ど
う
か、

恐
く
さ
う
云
ふ
こ
と
は
不
可
能
に
了
は
る
こ
と
は
理
の
当
然
で
あ
ら
う。

故
に
か
く

迷
信
化
し
た
神
社
の
併
合
淘
汰
は、

随
時
随
所
に
行
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る」
(
-
三
三
頁）
。

ま
た、

憲
法一
一
十
八
条
に
つ
い
て
は、

こ
れ
は
輸
入
教
に
の
み
適
用
さ
れ
る
規
定
で
あ
っ
て、

固
有
教
で
あ
る
国
家
的
神
道
に
は
関

係
の
な
い
規
定
で
あ
る
と
述
べ
て、
「
神
道
の
宗
教
学
的
新
研
究」

に
お
け
る
主
張
を
一

層
明
確
化
し
て
い
る
(
-
七
八、
一
八
三
頁）
。

さ
ら
に、

教
育
行
政
に
関
し
て
は、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る。
「
国
家
的
神
道
の
精
髄
は
国
体
神
道
で、

そ
の
聖
典
の
一

は
教
育

勅
語
で
あ
る
と
云
つ
て
も
宜
し
い
。

而
て
教
育
勅
語
は
学
校
教
育
に
於
て、

常
に
拝
読
さ
れ
て
を
る
の
で
あ
る
か
ら、

今
日
我
国
の
教

育
の
組
織
上、

国
民
的
宗
教
の
教
育
は、

各
学
校
で
実
施
さ
れ
て
を
る
訳
で
あ
る。

而
も
唯
そ
の
欠
け
て
居
る
嫌
の
有
る
点
は、

神
皇

拝
戴
の
真
精
神
が、

従
来
は
十
分
に
発
揚
さ
れ
て
居
な
か
っ
た
事
で
あ
る」
（
一
四
五
頁）
。

こ
の
記
述
か
ら、

こ
れ
ま
で
加
藤
が
一

方

で
は、

教
育
は
国
体
神
道
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
と
言
い
な
が
ら、

他
方
に
お
い
て
は、

国
体
神
道
を
教
え
て
い
な
い
と
批
判
し

て
来
た
こ
と
の
真
意
が
明
ら
か
に
な
っ
た。

つ
ま
り、

当
時
の
教
育
は
「
教
育
勅
語」

な
ど
彼
が
国
体
神
道
の
聖
典
で
あ
る
と
位
置
づ

け
た
も
の
を
教
え
て
い
る。

そ
の
意
味
で
は
国
体
神
道
に
荼
づ
い
て
い
る
と
言
え
る。

し
か
し、

こ
れ
を
教
え
る
者
た
ち
の
意
識
は
実

証
主
義
的
で
あ
っ
て、

国
体
神
道
を
教
え
て
い
る
と
い
う
自
覚
は
な
い
。

そ
の
意
味
で
は、

国
体
神
道
は
教
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ

こ
の
認
識
に
立
っ
て、

彼
は
国
体
神
道
を
中
心
に
捉
え
た
宗
教
教
育
を
提
唱
し
て
い
る。
「
今
日
の
如
く、

教
育
が
宗
教
と
絶
縁
し

た
結
果、

所
謂
赤
化
思
想
が
跛
厖
す
る
の
に
狼
狽
し
出
し、

無
闇
に
之
を
噛
い
止
め
よ
う
し
て、

教
育
と
仏
墓
二
教
な
ど
と
の
合
縦
連

衡
を
策
し、

我
が
国
の
教
育
界
は
無
定
見
に
も、

唯
漫
然
と
し
て
或
は
基
督
教
と
云
ふ
様
に、

そ
の
教
育
界
に
矢
鱈
に
成
立
宗
教
を
輸

入
し
て
来
つ
て、

我
が
国
の
教
育
を
補
助
さ
せ
よ
う
と
す
る
が
如
き
は、

百
害
あ
っ
て
一

利
無
い
事
と
思
ふ
。
・・・
国
家
的
神
道
を
以
て

我
が
国
民
教
育
の
根
本
を
定
め、

こ
の
根
本
に
な
る
国
家
的
神
道
精
神
の
宗
教
を
通
し
て、

被
教
育
者
に
国
民
的
宗
教
意
識
を
喚
起
し、

之
を
補
ふ
に
仏
基
二
教
の
如
き
世
界
的
な
宗
教
情
操
の
涵
養
を
以
て
せ
ば、

此
に
日
本
に
於
て
教
育
と
の
麗
は
し
い
同
盟
が
完
成
さ
れ、

そ
の
国
民
教
育
の
上
に
資
す
る
こ
と
多
大
な
も
の
が
あ
ら
う
と
考
へ
る」
（
一
四
六
頁）。

最
後
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
は、

彼
が
国
家
的
神
道
を
国
教
と
し
て
認
知
せ
よ
と
強
固
に
主
張
し
は
じ
め
た
動
機
に
つ
い
て
で

あ
る
。

そ
こ
に
は、

神
社
神
道
非
宗
教
論
の
波
綻
に
よ
っ
て、

神
社
神
道
は
追
い
詰
め
ら
れ、

宗
教
と
し
て
消
滅
の
危
機
に
瀕
し
て
い

る
と
の
認
識
が
あ
っ
た。

確
か
に、

神
社
神
道
非
宗
教
論
は、

主
張
さ
れ
は
じ
め
た
当
初
は
「
賢
明
な
政
策
で
あ
っ
た
の
で、

社
対
宗
教
問
題
は
小
康
を
得
た
や
う
な
有
様
で
あ
っ
た」
（
四
四
頁）

と
彼
は
言
う。

し
か
し、
「
時
世
は
駿
々
と
進
歩
す
る
。

学
問
研

究
も
次
第
に
そ
の
視
野
が
広
げ
ら
れ
る。

十
九
世
紀
以
降
東
西
両
洋
の
文
明
は
長
足
の
進
歩
を
し
た。

宗
教
学
は
最
早
か
う
云
ふ
風
に

神
道
信
仰
神
社
神
道
を
以
て、

宗
教
に
非
ず
と
す
る
立
場
を
是
認
し
得
な
い
様
に
さ
し
て
来
た。

…
そ
こ
で
今
日
で
は
神
官
神
職
の
人

で
も、

腹
の
奥
底
を
叩
け
ば、

神
社
神
道
が
宗
教
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
を
是
認
し
な
い
人
は
先
づ
無
い
様
に
な
っ
た。」
（
四
四
頁）
。

こ
う
し
た
状
況
の
変
化
は
次
の
よ
う
な
困
難
を
政
府
に
突
き
付
け
る
こ
と
に
な
っ
た。
「
神
社
神
道
非
宗
教
論
を
捨
て
A

、

宗
教
な

り
と
公
言
せ
ん
か、

明
治
十
七
年
頃
か
ら
次
第
に
取
り
来
っ
た
伝
統
的
な
神
社
非
宗
教
論
を、
一

朝
に
し
て
か
な
ぐ
り
捨
て
る
こ
と
に

な
り、

天
下
に
そ
の
不
信
用
を
告
白
す
る
こ
と
、
な
る
の
み
な
ら
ず、

当
局
の
解
釈
か
ら
す
れ
ば
憲
法
第
二
十
八
条
の
信
教
自
由
の
箇

条
の
説
明
に
窮
す
る
こ
と
、
な
り、

神
社
神
道
が
宗
教
と
云
ふ
こ
と
に
な
れ
ば、

仏
基
両
教
の
如
き
他
の
宗
教
と
共
に、

神
社
参
拝
も
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亦
各
人
の
勝
手
た
る
べ
し
と
云
ふ
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か、

勿
論
憲
法
第
廿
八
条
を
解
す
る
こ
と
は、

法
律
一

点
張
の
頭
脳、

宗
教

学
の
認
識
不
足
か
ら
生
じ
た
一

種
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
だ
と
思
ふ
が、

か
う
考
へ
た
結
果、

当
局
は、

飽
く
迄
神
社
神
道
非
宗
教
で
推
し

通
う
さ
う
と
す
る
。

そ
こ
で
反
対
論
者
は、

そ
の
隙
に
乗
じ
て、

然
ら
ば
当
局
は
そ
の
平
素
の
主
張
通
り、

神
社
神
道
非
宗
教
の
実
を

挙
げ
て
貰
ひ
度
い
。

神
社
の
御
守
札
御
祈
藷
の
如
き
は、

早
速
禁
止
し
て
欲
し
い
と
主
張
す
る。

斯
く
し
て
神
社
神
道
は
次
第
に
去
勢

さ
れ、

影
が
薄
く
な
り、

遂
に
解
消
に
瀕
し
て
行
く。

さ
う
な
れ
ば
神
社
存
立
の
余
地
が
な
く
な
る
。

こ
れ
で
は
神
社
が
た
ま
ら
な
い
。

当
局
は
神
社
の
為
め
に
計
つ
て
忠
な
ら
ん
と
し
て、

却
つ
て
神
社
を
窮
地
に
陥
れ、

斯
る
不
結
果
を
見
る
に
至
る
。

こ
、

に
当
局
の
神

以
上、

こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
な
思
索
の
蓄
積
の
上
に、
「
神
道
の
宗
教
発
達
史
研
究」

現
れ
た
の
で
あ
る
。

の
冒
頭
に
お
け
る
簡
素
な
要
約
が

「
神
道
の
再
認
識」

は
「
神
道
の
宗
教
発
達
史
研
究」

が
出
版
さ
れ
た
翌
月、

昭
和
十
年
十
月
に
刊
行
さ
れ
た。

本
書
の
執
筆
動
機

は、

満
洲
事
変
を
き
っ
か
け
と
し
て
日
本
精
神
の
間
明
と
か、

国
体
明
徴
と
か
い
う
標
語
が
広
ま
り、

神
道
を
知
り
た
い
と
い
う
日
本

人
が
増
え
て
き
た
の
で、

中
間
知
識
層
を
対
象
と
し
て
神
道
の
概
説
を
行
う
こ
と
で
あ
っ
た
（
七
頁）
。

本
書
に
お
い
て
は、

教
育
行
政
に
対
す
る
一

見
矛
盾
す
る
評
価
が、

鮮
や
か
な
対
照
を
な
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
神
社
問
題
の

再
検
討」

の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
錐
者
の
理
解
を
補
強
す
る
意
味
で、

こ
の
点
を
詳
し
く
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず、

国
体
神
道
に

よ
る
教
育
が
行
わ
れ
て
い
る
と
の
主
張
と
し
て
は、

次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
「
神
社
は
仏
基
二
教
の
如
き
宗
教
の
圏
内
か
ら
脱
出

し、

神
社
神
道
に
依
つ
て
具
体
化
さ
れ
た
そ
の
神
道
の
精
神
本
質
は、

国
体
神
道
と
し
て、

国
民
教
育
の
中
に、

大、

中、

小
の
諸
学

校
で
教
へ
ら
れ
る
様
に
な
っ
た
」
（
ニ
ニ
頁）
。
「
国
体
神
道
は、

文
部
省
配
下
の
学
校
教
育
の
中
に、

被
教
育
者
の
頭
脳
を
涵
養
し
て

を
る」
（
―
-
五
頁）
。

他
方
で、
「
明
治
の
教
育
は、

事
実
宗
教
排
斥
で、

随
つ
て
科
学
万
能
主
義
か
ら、

唯
物
論
に、

実
際
は
傾
い
て
ゐ
た
」
(-―1
0
八
頁）

と
し
た
上
で、

自
己
の
体
験
も
ふ
ま
え
な
が
ら、

国
体
神
道
に
よ
る
教
育
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る。

「
成
程
学
校
で
は、

教
育
勅
語
を
式
日
に
奉
読
す
る
。

然
し
そ
の
教
育
勅
語
を
降
し
賜
は
つ
た
明
治
天
皇
は
明
津
神
現
人
神
に
存
す

神
皇
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が、

ど
の
程
度
迄
生
徒
に
徹
底
し
て
を
つ
た
ら
う
か。

又
教
育
勅
語
中
に
拝
す
る
吾
が
皇
祖
皇
宗
が
ど
の
程

度
迄
神
爪ょ
の
義
を
含
む
こ
と
を
生
徒
に
教
へ
ら
れ
て
居
ら
う
か。

神
皇
に
存
す
明
治
天
皇
も、

神
皇
に
存
し
た
皇
祖
皇
宗
も、

皆
単
な

る
人
君
と
し
て、

被
教
育
者
に
伝
へ
ら
れ
て
を
つ
た
の
で
あ
る
。

著
者
が
中
学
時
代
の
記
憶
を
呼
起
し
て
も、

高
等
学
校
や
大
学
の
時

一

向
神
見
の
語
さ
へ
使
用
し
た
教
師
が
一

人
も
居
ら
れ
な
か
つ
こ
と
を
遺
憾
と
す
る
」
(-
三
0
頁）
。

「
従
来
は
日
本
の
族
父
（
父
長）

制
度
を
大
声
疾
呼
し
た
大
学
者
は
あ
っ
た
。

而
も
神
皇
拝
戴
の
事
実
に
は
一

言
も
触
れ
て
居
な
か

っ
た
。

此
の
従
来
過
つ
て
閑
却
さ
れ
て
を
つ
た
点
こ
そ、

我
が
国
体
成
立
の
神
髄
中
核
を
成
遂
す
る
も
の
で
あ
る」
（
三
一
五
頁）
。

「
我
が
国
明
治
以
来
教
肴
界
の
通
弊
は、

そ
の
実
証
主
義、

科
学
万
能
主
義
で
在
り、

そ
れ
に
加
ふ
る
に、

迎
合
外
交
と
追
随
教
育

の
弊
は、

教
脊
勅
語
に
仰
せ
ら
れ
た
畠
祖
鬼
宗
を
解
す
る
に、

単
な
る
人
間
と
し
て
の
祖
宗、

即
ち
人
祖
人
宗
に
外
な
ら
な
い
も
の
と

し
て、

之
を
解
し
が
つ
て
を
つ
た。

斯
く
解
し
て
自
他
共
に
怪
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る」
（
三一
―
―

頁）
。

そ
し
て、

我
H
の
教
fr
の
当
事
者
は、

忠
君
愛
国
教
育
が、

実
は
宗
教
教
育
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
な
か
っ
た
と
し
て、

次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る"
「
11
本
は
古
今
神
皇
拝
載
を
以
て
国
を
建
て
て
来
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
我
が
国
体
の
神
髄
中
核
で
あ
り、

大
本
核

心
で
あ
る
"
.,•
そ
こ
に
既
に
我
が
国
教
育
の
大
本
が
宗
教
的
に
出
来
て
を
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
又
我
が
国
教
育
の
根
本
で
あ
る
以
上、

我
が
fkI
の
教
ff
は、

文
は
既
に
御
注
文
通
り、

教
育
と
宗
教
と
の
握
手
を
事
実
や
っ
て
来
て
仕
舞
つ
て
お
る
の
で
あ
る
。

唯
そ
れ
を
今

代
を
振
り
返
つ
て
見
て
も

切

「
神
道
の
再
認
識」

社
対
宗
教
政
策
は
破
産
に
瀕
し
た
」
（
一
八
五
・
六
頁）
。
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論
旨
だ
け
を
要
約
す
る。

日
迄
教
育
当
局
が
気
注
な
か
っ
た
丈
の
事
で
あ
る。
否
気
注
い
て
を
つ
て
も、
明
治
以
来
外
来
宗
教
と
の
関
係
な
ど、
色
々
複
雑
な
事

情
に
捕
は
れ
て、
そ
れ
を
事
実
通
り
に、
中
外
に
宣
明
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る」
（
三一
四
頁）。

「
我
が
国
の
教
育
当
事
者
は、
従
来
教
育
勅
語
の
御
趣
旨
に
則
り、
忠
君
愛
国
主
義
の
日
本
教
育
の
中
に、
日
本
的
な
宗
教
々
育
が

施
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
云
ふ
事
実
に
気
注
か
ず、
又
さ
う
云
ふ
事
実
に
気
注
い
た
と
し
て
も、
従
来
の
外
国
追
随
教
育
の
余
弊を
受
け
て、

そ
れ
を
シ
チ
匿
く
し
に
隠
し
て、
容
易
に
そ
の
事
実
を
言
明
し
な
い
の
を
以
て、
明
治
以
来
伝
統
的
に、
所
謂
官
史
の
賢
明
政
策
と
し

て
を
つ
た」
（
三一
七
頁）。

憲
法
第
二
十
八
条
に
つ
い
て
は、
神
皇
拝
戴
を
拒
否
す
る
宗
教
は
禁
止
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と
主
張
し
て
い
る。
「
日
本
臣
民
に
し

て、
若
し
神
皇
拝
戴
を
肯
ぜ
ざ
る
者
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば、
そ
れ
は
国
家
の
安
寧
秩
序
を
妨
げ
な
い
で
あ
ら
う
か、
又
臣
民
た
る
の
義

務
に
背
か
な
い
と
云
へ
る
だ
ら
う
か
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る。
そ
れ
は
勿
論
云
ふ
迄
も
な
く、
安
寧
秩
序
の
妨
害
と
な
り、
臣
民
た
る
義

「
古
今
神
皇
拝
戴
に
終
始
し
て
を
る
国
家
的
神
道
と
相
容
れ
ず、
神
と
皇
と
を
兼
ね
備
へ
ら
れ
た
日
本
の
天
皇
に、
そ
の
皇
の
方
而

は
認
め
る
け
れ
ど
も、
神
の
方
面
は
我
が
宗
教
信
仰
上、
決
し
て
之
れ
を
採
用
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
な
ど
と
主
張
す
る
外
来
の
宗
教

は、
仏
教
た
る
と
基
督
教
た
る
と、
将
回
々
教
た
る
を
問
は
ず、
何
れ
も
皆
我
が
国
体
に
契
合
せ
ぬ
も
の
で
あ
る。
故
に
斯
る
宗
教
は

全
然
之
が
日
本
国
内
の
布
教
を
禁
止
す
べ
き
こ
と
は
大
垣
市
が
ワ
イ
ド
ナ
ー
女
史
に
対
し
て
採
っ
た
と
同一
方
針
に
出
づ
可
き
で
あ
る」

（
ニ一
七
頁）。

そ
し
て、
第
二
十
八
条
は
世
界
宗
教
だ
け
を
対
象
に
し
た
も
の、
海
外
か
ら
来
る
伝
道
教
の
為
に
設
け
ら
れ
た
障
壁
条
項
で
あっ
て、

日
本
の
国
民
的
宗
教
で
あ
る
国
家
的
神
道
は、
そ
の
対
象
外
で
あ
る
と
の
主
張
を
繰
り
返
し
て
い
る
（
二
四一
1
五
頁）。

し
か
し、
神
社
の
強
制
参
拝
に
は
反
対、
い
や
む
し
ろ、
そ
れ
は
無
意
味
で
あ
る
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る。
「
内
心
の
自
発
性
に

出
な
い
神
社
参
拝、
換
言
す
れ
ば、
神
社
参
拝
の
強
要、
そ
ん
な
こ
と
で、
神
社
に
参
拝
さ
し
た
所
で、
元
来
人
々
の
本
心
の
問
題
に

属
す
る
神
社
参
拝
問
題
を、
外
部
か
ら、
官
権
の
圧
力
な
ど
で、
強
制
的
に
執
行
せ
ん
と
す
る
が
如
き
は、
全
く
神
社
参
拝
の
真
意
に

契
は
な
い
も
の
で
あ
る。
強
請
さ
れ
て
僅
に
や
る
様
な
神
社
参
拝
な
ら、
参
拝
し
た
所
で、
無
意
義
な
肉
体
的
動
作
た
る
に
止
つ
て、

何
等
精
神
的
価
値
の
無
い
も
の
と
な
っ
て
仕
舞
ふ。
そ
ん
な
無
意
味
な
神
社
参
拝
な
ら、
い
つ
そ
止
め
て
仕
舞
つ
た
方
が
可
い。
そ
れ

を
強
制
的
に
や
ら
か
し
た
所
で、
そ
れ
を
受
け
ら
れ
る
神
様
も
決
し
て
御
喜
に
は
な
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
し、
や
る
方
か
ら
云
つ
て
も、

精
神
は
も
ぬ
け
の
か
ら
で
あ
っ
て、
全
く
無
意
味
な
物
理
的
動
作
に
過
ぎ
な
か
ら
う
と
考
え
へ
る」
(-
九
八
頁）。

「
神
道
精
義」

8
 

最
後
に
取
り
上
げ
る
の
は
昭
和
十
三
年一
月
に
出
版
さ
れ
た
「
神
道
精
義」
で
あ
る。
こ
の
本
の
特
徴
は、
訳
語
で
あ
る
「
宗
教」

に
つ
い
て
の
考
察
が
行
わ
れ、
こ
れ
に
基
づ
い
て
第
二
十
八
条
に
対
す
る
新
し
い
解
釈
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る。

官
見
に
よ
れ
ば、
占'
Religion"

の
訳
語
と
し
て
の
「
宗
教」
の
成
立
史
を
研
究
し
た
の
は、
本
書
が
最
初
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

(7)
 

る。
し
か
も、
加
藤
は
神
社
神
道
と
の
関
係
で、
こ
の
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る。
そ
の
成
立
史
自
体
に
つ
い
て
の
詳
し
い
検
討
は、

本
書
の
第
三
編・
第
三
章•
第
三
節
「
宗
教
て
ふ
翻
訳
邦
語
成
立
の
史
的
意
義」
を
見
て
い
た
だ
く
こ
と
と
し
て、
こ
こ
で
は、
そ
の

加
藤
は
先
ず
日
本
や
支
那
の
典
籍
に
見
え
る
「
宗
教」
を
検
討
し
て、
「
所
謂
宗
教
は、
今
日
我
々
が
英
（
仏
独）
語
の
リ
リ
ジ
オ

ン
Religion
(
Lat.
Religio)
か
ら、
新
に
訳
出
し
た
宗
教
の
語
義
と
は
大
に
違
つ
て
を
つ
て、
仏
教
家
の
用
法
に
由
る
宗
教
の
語

は、
仏
教
と
云
ふ一
宗
教
の
説
く
宗
旨
の
教
ぐ
ら
ゐ
の
意
味
と
思
ふ」
（
二
八
七
頁）
と
述
べ
て
い
る。

は、
仏
教
用
語
で
あ
り、
そ
の
「
仏
教
と
云
ふ一
宗
教
の
説
く
宗
旨
の
教
ぐ
ら
ゐ
の
意
味」
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る。

務
を
も
欠
い
て
を
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る」
（
二
0
二
頁）。

つ
ま
り、
本
来
の
「
宗
教」
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に
掲
載
さ
れ
た
中
島
忠
利
弁
護
士
の
論
文
を
論
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が、

文
明
開
化
と
と
も
に、
"
Re
li
gi
o
n"

を
ど
の
よ
う
に
訳
す
か
が
問
題
と
な
り、
「
徳
教
・

法
教
・

宗
旨
・

宗
門」

な
ど

が
用
い
ら
れ
た
が、

キ
リ
ス
ト
教
界
の
長
老
で
あ
る
「
小
崎
弘
道
氏
著、

宗
教
要
諦
が
刊
行
さ
れ
る
に
及
ん
で、

リ
リ
ジ
オ
ン
の
邦
語

訳
宗
教
な
る
言
葉
の
普
及
に
大
に
馬
力
を
掛
け
た」
（
二
八
八
頁）
。

こ
の
訳
語
「
宗
教」

の
最
も
確
実
な
初
見
は、

文
部
省
宗
教
局
在
勤
の
相
原
一

郎
介
の
調
査
に
よ
る
と
「
明
治
二
年
己
巳
年
正
月
十

日
(
-

八
六
九
年
二
月
廿
日）

神
奈
川
で
調
印
済
に
な
っ
た
日
本
と
独
逸
北
部
連
邦
と
の
修
好
通
商
航
海
条
約
の
文
面」
（
二
九
三
頁）

に
お
い
て
で
あ
っ
た。

こ
の
条
約
の
文
面
は
在
留
ド
イ
ツ
人
に
信
教
の
自
由
を
認
め
た
も
の
で
あ
っ
た
が、

こ
こ
で
用
い
ら
れ
た
「
宗

教」

に
つ
い
て、

加
藤
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
「
こ
こ
に
大
に
注
意
を
要
す
る
こ
と
は、

こ
の
宗
教
と
云
ふ
文
字
の
訳
語
に

含
ま
れ
た
意
味
で
あ
る
。
「
其
自
国
の
宗
教」

と
云
ひ、
「
其
宗
教」

と
云
ひ、

何
れ
も
皆
墓
督
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

又
七
一

雑

誌
や
小
崎
氏
の
著、

宗
教
要
諦
に
し
て
も、

皆
基
督
教
徒
の
手
に
成
っ
た
も
の
で、

そ
の
中
に
あ
る
宗
教
は、

主
と
し
て
基
督
教
に
重

点
が
あ
っ
た
こ
と
は
云
ふ
迄
も
無
い
」
（
二
九
三
•
四
頁）
。

つ
ま
り、

訳
語
「
宗
教」

に
お
い
て
も、

そ
れ
は
基
本
的
に
キ
リ
ス
ト
教

続
け
て
彼
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
当
時
欧
州
諸
国
で
も、

宗
教
と
さ
へ
云
へ
ば、

荼
督
教
の
事
で、

其
他
は
実
は
宗
教

で
な
い
。

基
督
教
だ
け
が
真
の
宗
教
で、

そ
の
他
の
宗
教
は
偽
膳
の
宗
教
で
あ
る、

宗
教
の
実
無
き
も
の
で
あ
る
と
考
へ
て
を
つ
た
頃

で
あ
る
。

回
々
教
は
勿
論
の
事、

仏
教
と
云
つ
て
も、

や
は
り
此
偽
眺
の
宗
教
即
ち
真
の
意
味
の
宗
教
で
無
い
と
思
は
れ
て
を
つ
た
頃

で
あ
る
。

こ
れ
程、

宗
教
学
の
研
究
な
ど
も
ま
だ
進
ん
で
居
な
か
っ
た」
（
二
九
四
頁）。

訳
語
云
々
以
前
に、

そ
も
そ
も
当
時
は―'
Re
li,

gi
o
n"

そ
の
も
の
が
依
然
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
中
心
の
言
葉
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
分
析
の
後
に、

彼
は
次
の
よ
う
な
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。
「
故
に
我
が
国
の
基
督
教
が、

宗
教
の
邦
語
訳
を
案
出

す
る
に
も、

か
う
云
ふ
考
（
キ
リ
ス
ト
教
が
真
の
宗
教
だ
と
い、
2
芍
え
ー
引
用
者）

が
そ
の
背
景
に
在
っ
た
こ
と
は
疑
は
れ
な
い
。

唯
日
本

と
し
て
は、

仏
教
と
云
ふ
一

大
世
界
的
宗
教
が、

基
督
教
の
世
界
的
宗
教
先
立
つ
て、

事
実
存
在
し
て
を
り、

信
者
も
相
当
に
在
り、

我
が
国
に、

千
有
余
年
の
歴
史
を
有
し、

僧
侶
中
に
は
高
僧
碩
学
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

基
督
教
徒
と
雖
も、

此
事
実
は
無
視
す
る
訳

に
い
か
な
か
っ
た
ら
う
か
ら、

そ
こ
で
宗
教
の
訳
語
普
及
に
当
つ
て
も、

宗
教
の
中
で、

へ
て、

先
づ
之
を
宗
教
と
云
ふ
訳
語
の
中
に
入
れ
て
も
可
か
ら
う
位
の
考
え
は
あ
っ
た
ら
う
と
思
ふ
。

換
言
す
れ
ば、

仏
基
二
教
の
如

き
世
界
的
宗
教
・

個
人
的
宗
だ
け
を
眼
中
に
お
い
て、

宗
教
の
訳
語
を
捻
出
し、

宗
教
学
上
の
部
族
宗
教
・

国
民
宗
教
即
ち
団
体
教
の

(
8)
 

如
き
は、

夢
に
も
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
（
二
九
四
頁）
。

つ
ま
り、

神
道
は
訳
語
「
宗
教」

に
は
含
ま
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
で

加
藤
は、

訳
語
「
宗
教」

の
成
立
史
に
つ
い
て
の
考
察
を、

第
二
十
八
条
の
解
釈
に
持
ち
込
ん
で、

そ
の
規
定
は
世
界
宗
教
（
輸
入

教）

の
み
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
従
来
の
自
説
を
補
強
し
て
い
る
。
「
欧
語
の
リ
リ
ジ
オ
ン
を
宗
教
と
訳
し
た
当
時
は
、

仏

基
二
教
の
如
き
世
界
的
宗
教
の
事
実
だ
け
を
宗
教
現
象
（
事
実）

と
し
て、

知
つ
て
を
つ
た
も
の
だ
か
ら、

宗
教
と
云
ふ
邦
訳
は、

実

は
基
督
教
が
中
心
で、

そ
れ
に
仏
教
位
を
眼
中
に
お
い
て、

欧
語
の
リ
リ
ジ
オ
ン
を
宗
教
と
し
て、

訳
出
し
て
仕
舞
っ
た
の
で
あ
る
。

之
が
一

度
定
ま
れ
ば、

日
本
で
は、

宗
教
と
云
ふ
文
字
を、

実
は
世
界
的
宗
教
の
意
味
に
慣
習
的
に、

永
い
間、

使
用
し
て
来
て
仕
舞

っ
た。

憲
法
を
起
草
当
時
の
人
々
の
頭
脳
も、

此
点
は
変
っ
た
ゐ
な
か
っ
た
と
思
ふ
。

そ
こ
で
信
教
の
自
由
即
ち
如
何
な
る
宗
教
を
信

じ
て
も
可
い
と
云
ふ
事
は、

今
日
の
言
葉
で
云
へ
ば、

史
実
如
何
な
る
世
界
的
宗
教
を
信
じ
て
も
可
い
と
の
義
で
あ
っ
た」（
三
四
四
頁）。

そ
し
て、

こ
の
議
論
を
さ
ら
に
補
強
す
る
た
め
に、

帝
国
憲
法
発
布
以
後、
「
宗
教
が
法
律
上
の
用
語
と
し
て
用
ひ
ら
れ
て
を
る
時

は、

世
界
的
（
個
人
的）

宗
教
若
く
は
之
に
準
ず
る
も
の
を
意
味
し、

国
民
的
宗
教
は
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
居
ら
な
い
」
（
二
四
五
頁）

と
述
べ
、

明
治
二
十
四
年
七
月
二
十
四
H
の
勅
令
第
八
十
八
号
内
務
省
官
制
第
十
号
第
二
条
や、

雑
誌
「
皇
教」
（
昭
和
十
二
年
三
月
号）

あ
る
。

を
指
す
用
語
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る。

�.
J

-

一

番
偉
大
な
の
は
基
督
教、

之
に
仏
教
は
加

,t
]＇

,
:
＇’
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と
認
識
し
て
い
た。
我
々
の
常
識
と
加
藤
の
認
識
と
の
ず
れ
は、
一
体
何
に
由
来
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か。

正
十一
年
頃
か
ら
昭
和
元
年
頃
に
か
け
て
形
成
さ
れ、
そ
の
後、
い
く
つ
か
の
部
分
的
な
修
正
や
追
加
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に

以
上
の
分
析
か
ら、
加
藤
の
「
国
家
的
神
道」
論
の
基
本
的
な
枠
組
み
は、
小
泉
八
雲
や
井
上
哲
次
郎
の
説
を
参
考
に
し
つ
つ、
大

な
っ
た。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は、
本
文
中
で
説
明
し
た
の
で、
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い。
し
か
し、
次
の
課
題
と
し
て、
ホ
ル
ト

ム
の
国
家
神
逍
論
の
分
析
を
考
え
て
い
る
の
で、
稿
を
閉
じ
る
に
当
っ
て、
本
稿
か
ら
引
き
継
ぐ
べ
き
い
く
つ
か
課
題
を
述
べ
て
お
き

ま
ず、
加
藤
の
「
国
家
的
神
道」
論
は
徐
々
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と、
ま
た、
本
文
中
で
も
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
が、

加
藤
自
身
の
用
語
の
使
用
に
混
乱
が
見
ら
れ
る
こ
と、
こ
れ
ら
が
ホ
ル
ト
ム
に
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る。

次
に、
加
藤
の
議
論
は、
当
時
の
通
説
を
批
判
し
て
正
し
い
解
釈
を
提
示
す
る
と
い
う
意
図
の
下
に
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ

と。
そ
れ
は、
「
神
道
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る」
と
い
う
説
明
の
仕
方、
「
こ
れ
が
事
実
で
あ
る」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
は
い

て
も、
実
は、
自
分
の
考
え
と
は
相
容
れ
な
い
大
勢
に
対
し
て、
「
神
道
と
は
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
も
の
で
あ
る」
「
本
当
は
こ
う

理
解
す
べ
き
で
あ
る」
と、
あ
る
べ
き
理
解、
あ
る
べ
き
姿
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る。
つ
ま
り、
加
藤
の
「
国
家
的
神
道」
論
は、

日
本
や
神
道
の
現
状
と
い
う
よ
り
も
そ
の
理
想
的
な
在
り
方、
現
実
の
説
明
と
い
う
よ
り
も
本
質
の
説
明
な
の
で
あ
る。
こ
の
こ
と
が

端
的
に
現
れ
て
い
る
の
が、
教
育
に
対
す
る
加
藤
の
議
論
で
あ
る。
加
藤
の
議
論
に
お
け
る
こ
の
ザ
イ
ン
と
ゾ
レ
ン
の

晨
な
関

係を、

ホ
ル
ト
ム
と
の
関
連
を
別
に
し
て
も、
教
育
や
神
社
問
題
に
対
す
る
彼
の
議
論
は、
当
時
の
現
実
と
い
う
も
の
に
対
す
る
我
々
の
常

識
的
な
理
解
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
が
あ
る。
我
々
は、
戦
前
は
天
皇
は
神
だ
と
教
え
ら
れ
て
い
た、
と
教
え
ら
れ
た。
し
か
し、
加

藤
は、
そ
の
よ
う
な
教
育
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
批
判
し
て
い
る。
我
々
は、
国
家
神
道
に
よ
っ
て
他
の
宗
教
が
弾
圧
さ
れ

た
と
教
え
ら
れ
た。
し
か
し、
加
藤
は、
神
社
神
道
非
宗
教
論
を
逆
手
に
と
ら
れ
て、
神
社
神
道
は
存
亡
の
危
機
に
立
た
さ
れ
て
い
る

以
後、
引
用
す
る
資
料
に
お
け
る
正
漢
字は
通
行
の
表
記に
改
め
た。

（
［）
 

(
2)
「
神
道
指
令」
研
究
の
先
駆
者
で
あ
る
w.
P・
ウッ
ダー
ド
は、
「
神
道
指
令」
に
お
ける
「
国
家
神
道」
と
い
う
用
語
の
混
乱
を
指
摘
し、
彼
自
身は、
こ

の
指
令
が
禁
止
し
た
も
の
の
全
体
を"
Stat,
Cult"
あ
るい
は
•
Kokutai
Cult"
と
呼
び、
神
社
神
道
が
国
有
化
さ
れ
て
い
た
状
態
を
指
す
用
語
で
あ
る

「
国
家
神
道」
と
は
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
説い
てい
る
（
拙
稿
「
W.
P・
ウッ
ダ
ー
ド
「
占
領
と
神
社
神
道
j

の
原
文と
翻
訳」
「
皇
學
館
論
叢
j

第二
十
七
巻
第
四
号、
平
成
六
年八
月、
ニー
頁
以
下
参
照）。

(
3)
 述で

あ
る
た
め
に、
そ
れ
ぞ
れ
考
察の
対
象
か
ら
は
ず
し
た。

(

4
)
 

「
神
国
民
の
知
と
行
1

は、
随
筆
を
ま
と
め
た
も
の
で、
内
容
的
に
も
関
連
が
薄い
と
思
わ
れ
た
の
で、
「
神
道
信
仰
要
系
序
論」
につ
い
て
は、
戦
後
の
著

こ
の
本
以
前
に
明
治四
十
五
年に
出
さ
れ
た
「
我
が
建
国
思
想の
本
義」
が
あ
る
が、
こ
れ
を
手に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
かっ
た。
た
だ
し、
「
我
が
国
体

と
神
道」
の
序
文
に、
「
我
が
建
国
思
想
の
本
義
j

は
通
俗
的
な
時
事
評
論
に
関
連
す
る
国
体
論
で
あ
る
の
に
対
し
て、
本
昏は
教
育
家・
宗
教
家・
政
治
家・

軍
人
と
い
っ
た
指
導
的
立
場
の
人々
や
研
究
者
の
参
考に
する
た
め
に
害い
た
と
あ
る
か
ら、
本
書
を
以
て
加
藤
の
神
道
に
関
す
る
学
術
的
嘗
物
の
最
初
と
考
え

て
よ
い
の
で
は
ない
か
と
思
わ
れ
る。

(
5)
加
藤
は
シュ
ラ
イェ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
「
宗
教は
絶
対
的
憑
衣
の
感
情Schlechthiniges
Abhangigkei窃
麿
f

宦
I」
と
の
定
義
を
紹
介
し
てい
る（七
六
頁）。

(
6)
加
藤
の
「
国
体
神
道」
は、
井上
の
「
国
体
神
道」
を
参
考
と
し
て
考
え
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず、
両
者
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る。
井
上
の
い
う

「
国
体
神
道」
は、
皇
室
祭
祀
を
中
心
と
し
た
国
家
儀
礼、
つ
ま
り
神
社
神
道
と
同
じ
く
外
形
的
形
式
的
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て、
加
藤
の
い
う
「
国
体
神

道」
は、
観
念
や
信
仰、
つ
ま
り
内
面
的
精
神
的
な
も
の
な
の
で
あ
る。

(
7)
 10

二
号、
昭
和
六
＋
l二
年五
月）。
し
か
し、
そ
の
時
点で
は、
す
で
に
加
藤
の
研
究
が
あ
る
こ
と
を
知ら
な
かっ
た。

かつ
て、
策
者
も
加
藤
と
同
じ
観
点
か
ら
訳
語
「
宗
教」
の
成
立
史
を
論
じ
た
（「
神
道
非
宗
教
論
の
展
開ー
続
神
社
非
宗
教
論
再
考
序
説ー」
「
法
と
秩
序」

ホ
ル
ト
ム
は
ど
の
程
度
理
解
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か。

た
い。

お
わ
り
に
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(

8
)
 

ろ
う
か。

も
し
も、

加
藤
の
分
析
通
り
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

明
治
初
期
の
宗
教
を
め
ぐ
る
論
議
を
今
8
の
常
識
に
当
て
は
め
て、

解
釈
し
た
り、

判
断
し
た
り
す
る

こ
と
は、

大
き
な
誤
解
を
招
く
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

そ
れ
は、

む
し
ろ、

今
日
の
常
識
が
形
成
さ
れ
る
過
程
で
あ
っ
た
と
見
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
だ
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